
汪
兆
銘
南
京
國
民
政
府
下
に
お
け
る
學
校
敎
育
の
展
開

大

澤

�

は
じ
め
に

第
一
違

汪
兆
銘
南
京
國
民
政
府
に
よ
る
敎
育
事
業
の
實
態

第
二
違

汪
兆
銘
南
京
國
民
政
府
に
お
け
る
敎
育
事
業
擴
大
の
�
因

第
三
違

地
域
社
會
へ
の
影
�

お
わ
り
に

は
じ
め
に

本
稿
の
目
�
は
︑
一
九
三
七
年
の
日
中
�
面
戰
爭
勃
發
後
︑
一
九
四
〇
年
に
上
海
や
江
蘇
省
を
中
心
と
し
た
江
南
地
域
に
成
立
し
︑
一
九
四

五
年
の
日
本
敗
戰
と
と
も
に
�
滅
し
た
汪
兆
銘
南
京
國
民
政
府

(以
下
︑
汪
政
權
と
省
略
す
る
)
下
に
お
け
る
學
校
敎
育
の
政
策
や
實
態
に
つ
い

て
解
�
す
る
と
と
も
に
︑
蔣
介
石
南
京
國
民
政
府
時
�
の
學
校
敎
育
と
の
比
�
も
加
え
︑
こ
れ
ま
で
十
分
な
分
析
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
汪

政
權
の
政
治
敎
育
や
學
校
敎
育
の
地
域
社
會
瓜
治
へ
の
活
用
︑
す
な
わ
ち
學
校
敎
育
の
政
治
�
機
能
に
つ
い
て
�
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
︒

本
稿
で
汪
政
權
下
の
敎
育
事
業
を
取
り
�
う
理
由
は
以
下
の
�
り
で
あ
る
︒
第
一
に
︑
二
十
一
世
紀
に
入
っ
て
︑
汪
政
權
に
關
す
る
硏
究
は

飛
�
�
に
�
展
し
た
が(1

)
︑
日
本
側
で
そ
の
學
校
敎
育
に
着
目
し
た
硏
究
は
︑
柴
田
哲
雄
の
硏
究
を
除
け
ば
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
︒
ま
た
柴
田

の
硏
究
は
コ
ラ
ボ
レ
ー
タ
ー
政
權
下
で
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
比
�
が
メ
イ
ン
テ
ー
マ
と
な
っ
て
お
り
︑
本
稿
が
こ
れ
か
ら
�
ら
か
に
し
て
い
く
︑
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蔣
介
石
南
京
國
民
政
府
下
に
お
け
る
學
校
敎
育
と
の
差
衣
や
聯
續
性
︑
そ
の
結
果
と
し
て
の
﹁
中
國
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
﹂
の
表
出
の
あ
り
方
な

ど
に
つ
い
て
は
取
り
上
げ
て
い
な
い
︒
一
方
で
中
國
の
硏
究
は
豐
富
な
�
料
を
�
い
な
が
ら
も
︑﹁
傀
儡
﹂
政
權
が
日
本
と
協
力
し
﹁
奴
隸
�

敎
育
﹂
を
施
し
た
と
い
う
政
治
�
�
價
が
先
行
し
︑
汪
政
權
の
敎
育
事
業
に
つ
い
て
は
實
證
�
な
硏
究
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
︒

第
二
に
︑
�
営
の
問
題
と
關
聯
す
る
が
︑
中
國
側
の
先
行
硏
究
で
は
汪
政
權
の
特
殊
性
と
傀
儡
性
︑
政
治
敎
育
の
强
�
を
重
視
す
る
一
方
で
︑

蔣
介
石
南
京
國
民
政
府
な
ど
と
の
聯
續
性
や
︑
汪
政
權
自
身
の
自
�
性
に
つ
い
て
は
輕
視
し
て
い
る(2

)
︒
一
方
で
�
年
日
本
の
中
國
�
現
代
�
硏

究
で
は
︑﹁
革
命
﹂
な
ど
を
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
た
︑﹁
斷
代
�
﹂
�
な
歷
�
觀
よ
り
も
歷
�
�
な
聯
續
性
が
 
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り(3

)
︑

そ
の
點
か
ら
も
日
本
占
領
時
�
お
よ
び
汪
政
權
下
に
お
け
る
敎
育
事
業
の
展
開
に
つ
い
て
の
分
析
は
缺
か
せ
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
汪
政
權
自
身
も

不
完
�
で
は
あ
る
が
︑
蔣
介
石
南
京
國
民
政
府
と
同
樣
に
三
民
�
義
を
信
奉
し
た
﹁
黨
國
體
制
﹂
の
も
と
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
し
た
が
っ

て
︑
�
代
中
國
に
お
け
る
學
校
敎
育
を
總
體
�
に
把
握
し
考
察
す
る
場
合
︑
汪
政
權
下
で
の
狀
況
に
つ
い
て
も
ま
た
檢
討
す
る
必
�
が
あ
る
の

で
あ
る
︒

そ
の
た
め
本
稿
で
は
︑
汪
政
權
下
の
學
校
敎
育
︑
お
よ
び
敎
員
組
織
は
︑
政
權
の
瓜
治
"
#
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
り
︑
ど
の
よ

う
な
働
き
を
し
て
い
た
の
か
︑
と
い
う
點
を
︑
汪
政
權
下
の
雜
誌
﹃
敎
育
円
設
﹄
な
ど
を
利
用
し
て
�
ら
か
に
し
て
い
く
︒

第
一
違

汪
兆
銘
南
京
國
民
政
府
に
よ
る
敎
育
事
業
の
實
態

本
違
で
は
︑
日
本
占
領
下
か
ら
汪
政
權
時
�
に
か
け
て
學
校
敎
育
に
關
す
る
制
度
が
"
築
さ
れ
て
い
く
狀
況
を
描
く
︒
一
$
で
は
︑
本
論
に

入
る
�
に
︑
一
九
三
七
年
の
日
中
�
面
戰
爭
勃
發
後
の
日
本
軍
の
%
略
・
占
領
が
︑
地
域
社
會
と
そ
の
敎
育
事
業
に
與
え
た
影
�
︑
お
よ
び
學

生
・
敎
員
層
の
動
向
に
つ
い
て
槪
営
す
る
︒
二
$
で
は
汪
政
權
成
立
以
影
︑
政
權
が
敎
育
事
業
を
推
�
し
︑
敎
育
行
政
機
"
の
整
備
と
財
政
措

置
が
取
ら
れ
た
こ
と
を
實
證
す
る
︒
三
$
で
は
︑
汪
政
權
が
敎
員
養
成
に
力
を
入
れ
て
い
た
こ
と
を
�
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
︑
敎
員
層
の
生

活
苦
や
敎
員
の
個
人
�
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
�
じ
た
リ
ク
ル
ー
ト
と
動
員
に
つ
い
て
︑
一
定
の
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
實
證
す
る
︒
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(一
)
日
本
軍
の
占
領
と
そ
の
影
�

一
九
三
七
年
一
一
)
︑
華
中
地
域
の
占
領
・
瓜
治
と
い
う
問
題
に
直
面
し
た
中
荏
�
*
+
軍
は
︑
戰
亂
に
よ
っ
て
,
壞
し
た
秩
序
を
立
て
直

し
︑
親
日
�
地
方
行
政
組
織
を
-
成
す
べ
く
宣
撫
工
作
を
行
っ
た
︒
同
軍
特
務
部
宣
撫
班
は
︑
軍
の
ほ
か
滿
鐵
社
員
を
含
め
た
數
名
で
"
成
さ

れ
︑
江
南
地
域
で
は
︑
鎭
江
︑
揚
州
︑
松
江
︑
吳
江
と
い
っ
た
地
域
に
*
+
さ
れ
て
治
安
維
持
會
︑
自
治
委
員
會
︑
縣
政
府
公
署
な
ど
の
組
織

を
行
っ
た
︒

こ
う
し
た
活
動
の
一
0
と
し
て
︑
敎
育
事
業
の
再
円
も
行
わ
れ
た
︒
日
本
側
は
︑
蔣
介
石
南
京
國
民
政
府
下
で
の
﹁
抗
日
敎
育
﹂
が
日
本
に

對
す
る
﹁
敵
視
﹂
を
生
ん
で
い
る
と
考
え
︑
敎
育
事
業
の
再
円
を
一
貫
し
て
重
視
し
て
い
た
︒
た
と
え
ば
江
蘇
省
鎭
江
縣
の
宣
撫
班
で
は
︑

﹁
一
般
工
作
狀
態
﹂
と
し
て
︑﹁
敎
師
に
東
亞
怨
體
制
の
眞
義
を
諒
得
せ
し
む
べ
く
�
く
敎
員
1
2
會
開
催
の
豫
定
﹂
ま
た
﹁
敎
育
上
の
諸
方

針
﹂
と
し
て
︑﹁
怨
敎
科
書
出
來
さ
る
を
以
て
︑
敎
育
科
に
於
て
舊
敎
科
書
中
よ
り
4
5
を
拔
粹
し
︑
向
ふ
二
6
閒
分
を
當
班
に
提
示
し
︑
當

班
の
審
査
を
經
て
許
可
を
8
け
た
る
も
の
の
み
を
用
い
し
め
つ
つ
あ
り
︒﹂
と
営
べ
て
い
る(4

)
︒
江
蘇
省
太
倉
縣
の
宣
撫
班
で
は
︑﹁
學
校
敎
育
の

復
活
﹂
と
し
て
︑﹁
日
荏
親
善
の
基
本
策
は
兒
越
敎
育
に
在
る
を
信
し
縣
公
署
を
督
勵
銳
 
學
校
敎
育
の
復
活
と
之
か
親
日
敎
育
實
施
に
務
め

た
る
結
果
左
の
�
復
活
を
見
た
り
﹂
と
営
べ
て
い
る(5

)
︒
揚
州
宣
撫
班
も
︑﹁
其
の
敎
育
根
本
方
針
は
勿
論
親
日
を
基
:
と
し
た
る
�
�
智
德
育

に
在
り
︑
當
班
指
<
の
下
に
敎
育
局
長
=
督
學
は
責
任
を
持
つ
て
監
督
に
任
せ
り
﹂
と
営
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り(6

)
︑
當
地
の
敎

育
行
政
の
指
<
・
監
督
も
︑
日
本
軍
宣
撫
班
が
行
っ
て
い
た
︒

治
安
維
持
會
︑
自
治
委
員
會
な
ど
の
地
域
社
會
に
お
け
る
基
層
政
權
は
︑
地
域
社
會
の
>
力
者
な
ど
に
よ
っ
て
"
成
さ
れ
︑
時
に
は
當
地
の

日
本
軍
特
務
機
關
と
結
託
し
中
央
か
ら
分
離
・
獨
立
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
對
日
協
力
の
中
央
政
權

(維
怨
政
府
︑
お
よ
び
汪
兆

銘
南
京
國
民
政
府
)
に
對
す
る
基
層
政
權
の
分
離
・
獨
立
傾
向
を
ど
う
處
理
す
る
か
︑
す
な
わ
ち
地
域
社
會
を
ど
う
@
攝
・
瓜
治
す
る
か
︑
と

い
う
の
は
維
怨
政
府
の
み
な
ら
ず
︑
後
の
汪
政
權
に
と
っ
て
も
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
︒

― 110 ―

690



一
九
三
八
年
三
)
二
八
日
に
は
梁
鴻
志
を
ト
ッ
プ
に
し
た
中
華
民
國
維
怨
政
府
が
江
南
地
域
に
成
立
し
た
︒
維
怨
政
府
で
は
陳
則
民
が
敎
育

行
政
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
敎
育
部
長
に
就
任
し
た
が
︑
そ
の
下
に
は
A
問
室
が
設
け
ら
れ
︑
齊
B
重
保

(武
漢
・
江
漢
中
學
總
務
長
)
が
�
席
A
問

に
︑
福
田
E
藏

(東
亞
同
�
書
院
敎
F
)
︑
上
野
太
忠

(上
海
自
然
科
學
硏
究
5
�
事
)
ら
軍
囑
託
の
敎
育
關
係
者
の
ほ
か
︑
荏
�
*
+
軍
特
務
部

總
務
課
の
田
中
邦
彥
な
ど
が
A
問
に
就
任
し
た(7

)
︒
�
席
A
問
は
敎
育
部
を
﹁
指
揮
監
督
﹂
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り(8

)
︑
そ
の
指
揮
の
も
と
︑
維

怨
政
府
は
﹁
敎
育
宗
旨
﹂
を
制
定
し
た
︒
そ
の
な
か
に
は
﹁
從
�
の
矯
激
な
る
敎
育
︑
怪
奇
な
る
學
說
を
根
本
�
に
I
淸
す
﹂
と
記
さ
れ(9

)
︑
蔣

介
石
南
京
國
民
政
府
が
�
め
て
い
た
敎
育
を
完
�
に
否
定
し
た
︒

上
営
の
K
況
か
ら
は
︑
日
本
軍
が
維
怨
政
府
の
敎
育
事
業
や
敎
育
行
政
を
�
面
�
に
荏
�
下
に
お
い
た
よ
う
に
も
見
え
る
が
︑
荏
�
下
に
お

い
た
の
は
事
實
と
は
い
え
︑
實
際
一
つ
一
つ
の
學
校
ま
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
で
き
て
い
な
か
っ
た
︒
た
と
え
ば
︑
維
怨
政
府
の
敎
育
A
問
の
一

人
で
あ
る
�
崎
淺
太
郞
は
そ
の
報
吿
書
の
な
か
で
以
下
の
よ
う
に
営
べ
て
い
る
︱
︱
﹁
先
づ
第
一
に
指
摘
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
は
維
怨
政
府
下
の

學
校
の
敎
育
の
根
本
方
針
に
大
な
る
缺
陷
の
存
す
る
こ
と
で
あ
る
︹
省
略
︺
訓
練
目
標
印
は
綱
目
の
中
に
東
亞
怨
秩
序
の
円
設
に
關
す
る
も
の

を
︑
一
︑
二
の
例
外
を
除
け
ば
殆
ん
ど
�
く
>
せ
ざ
る
の
事
實
で
あ
る
﹂
と
営
べ(10

)
︑
日
本
側
の
宣
傳
が
維
怨
政
府
瓜
治
下
の
學
校
に
行
き
屆
い

て
い
な
い
事
實
を
指
摘
し
て
い
る
︒

一
方
︑
蔣
介
石
南
京
國
民
政
府
時
�
の
敎
員
層
・
學
生
は
ど
う
し
た
の
か
︒
抗
日
 
識
に
燃
え
る
學
生
や
敎
員
は
蔣
介
石
と
と
も
に
重
慶
へ

移
動
す
る
か
︑
あ
る
い
は
租
界
の
な
か
に
移
動
し
た
︒
た
と
え
ば
︑
江
蘇
省
立
上
海
中
學
は
一
九
三
七
年
一
〇
)
フ
ラ
ン
ス
租
界
O
市
路
に
移

轉
し(11

)
︑
南
洋
模
範
中
學
も
ま
た
フ
ラ
ン
ス
租
界
の
天
P
路
に
移
轉
し
た(12

)
︒
こ
れ
は
一
九
三
九
年
九
)
の
江
蘇
省
敎
育
行
政
會
議
で
敎
育
廳
長
泰

冕
均
が〔蔣

介
石
南
京
國
民
政
府
に
よ
る
︺
抗
日
敎
育
の
提
唱
以
後
︑
敎
師
は
無
論
︑
子
ど
も
に
到
る
ま
で
抗
日
思
想
を
持
た
な
い
者
は
い
な

か
っ
た
︒︹
蔣
介
石
國
民
︺
黨
軍
撤
R
後
︑
現
政
府
と
の
協
力
者
以
外
は
︑
み
な
懷
疑
�
な
態
度
を
取
っ
て
い
る
︒
中
等
學
生
は
上
海

︹
租
界
︺
に
赴
き
勉
强
し
︑
小
學
敎
員
は
農
村
に
T
難
し
隱
れ
て
い
る
こ
と
が
︑
そ
の
�
證
で
あ
る
︒
自
ら
の
こ
と
ば
か
り
考
え
︑
國
家
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社
會
を
A
み
な
い
︒
我
々
は
手
立
て
を
1
じ
て
︑
V
や
か
に
そ
こ
か
ら
連
れ
戾
し
︑︹
現
︺
政
府
の
政
策
を
理
解
さ
せ
︑
我
々
と
協
力
さ

せ
る(13

)
︒

と
営
べ
て
い
る
と
お
り
︑
比
�
�
多
く
見
ら
れ
た
現
象
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
日
本
側
の
:
査
報
吿
と
も
符
合
す
る
現
象
で
あ
る(14

)
︒
こ
う
し
て
泰

が
営
べ
る
よ
う
に
︑
若
い
中
等
學
生
や
敎
員
の
多
く
が
上
海
租
界
へ
移
動
し
︑
敎
員
不
足
が
對
日
協
力
政
權
の
敎
育
事
業
擴
大
の
う
え
で
問
題

に
な
っ
て
い
く
︒

(二
)
敎
育
行
政
機
"
の
形
成

一
九
四
〇
年
三
)
三
〇
日
︑
汪
兆
銘
南
京
國
民
政
府
が
﹁
Y
都
﹂
と
い
う
形
式
を
以
っ
て
南
京
に
成
立
し
た
︒
こ
の
汪
政
權
の
學
校
敎
育
政

策
の
方
針
に
つ
い
て
は
︑
柴
田
哲
雄
が
同
年
三
)
の
中
央
政
治
會
議
で
決
議
さ
れ
た
﹁
國
民
政
府
政
綱
﹂
の
一
〇
條
に
お
い
て
︑﹁
反
共
和
P

円
國
を
以
て
敎
育
方
針
と
な
し
︑
竝
び
に
科
學
敎
育
を
高
め
︑
騷
が
し
く
妄
動
�
な
學
風
を
一
[
す
る
﹂
こ
と
が
謳
わ
れ
て
い
た
と
指
摘
す
る

よ
う
に(15

)
︑
汪
政
權
の
政
治
�
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
そ
の
ま
ま
敎
育
方
針
と
し
て
い
た
︒
さ
ら
に
同
年
七
)
に
は
︑
中
央
の
敎
育
行
政
組
織
と
し
て

敎
育
部
が
設
け
ら
れ
た
が
︑
汪
政
權
成
立
初
�
に
は
︑
敎
科
書
-
纂
管
理
な
ど
實
務
の
�
高
責
任
者
は
︑
敎
育
部
長
の
趙
正
P
で
は
な
く
常
務

\
長
の
戴
英
夫
が
こ
れ
を
擔
っ
て
い
た(16

)
︒
戴
は
汪
兆
銘
と
關
係
が
深
く
︑
日
本
側
の
外
]
�
書
で
は
﹁
國
民
黨
六
中
�
會
に
委
員
と
し
て
^
ば

れ
和
P
反
共
円
國
の
_
動
に
功
あ
り
し
廉
を
以
て
敎
育
部
成
立
以
�
に
汪
代
理
�
席
の
 
向
に
依
り
\
長
と
し
て
內
定
せ
ら
れ
あ
り
﹂
と
さ
れ

て
い
る(17

)
︒

一
方
︑
地
方
で
は
︑
省
政
府
・
市
政
府
に
敎
育
廳
ま
た
は
敎
育
局
が
設
け
ら
れ
︑
敎
育
行
政
を
擔
當
し
た
︒
た
だ
し
汪
政
權
下
で
あ
っ
て
も
︑

北
京
︑
天
津
︑
靑
島
の
三
特
別
市
と
︑
河
北
︑
河
南
︑
山
西
︑
山
東
の
四
省
は
︑
汪
政
權
下
に
設
け
ら
れ
た
華
北
政
務
委
員
會
が
瓜
治
し
て
お

り
︑
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
︑
華
北
政
務
委
員
會
敎
育
總
署
が
敎
育
政
策
を
擔
當
し
て
い
た
︒
す
な
わ
ち
事
實
上
︑
汪
政
權
の
敎
育
行
政
の
範
圍

外
で
あ
っ
た
︒
こ
の
敎
育
總
署
に
は
︑
汪
政
權
の
敎
育
部
と
は
衣
な
り
︑
日
本
政
府
か
ら
の
出
向
者
(
�
部
省
の
重
松
伊
八
郞
︑
加
B
恂
二
郞
︑
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森
下
眞
男
︑
興
亞
院
の
大
志
萬
準
治
な
ど(18
))

が
�
職
に
c
ら
れ
る
と
と
も
に
︑
興
亞
院
華
北
連
絡
部
が
﹁
軍
と
緊
密
な
る
連
絡
を
保
つ
て
﹂
指
<

を
行
っ
て
い
た(19

)
︒
こ
れ
は
�
$
で
も
営
べ
た
よ
う
に
︑
當
時
日
本
側
が
︑
蔣
介
石
南
京
國
民
政
府
時
�
の
﹁
抗
日
敎
育
﹂
を
﹁
反
日
 
識
﹂・

﹁
抗
日
 
識
﹂
形
成
の
原
因
と
考
え
︑
敎
育
行
政
を
重
視
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
華
北
地
域
に
お
け
る
日
本
側
�
<
の
敎
育
行

政
は
︑
後
に
日
本
側
が
興
亞
院
の
報
吿
書
の
な
か
で
︑﹁
維
怨
政
府
時
代
に
比
�
し
︑
或
は
北
荏
に
比
�
し
d
に
現
地
の
實
際
に
見
る
に
中
荏

の
行
政
�
特
殊
性
に
基
く
日
本
語
敎
育
の
困
難
性
を
痛
感
せ
ざ
る
を
得
ず(20

)
﹂
と
し
て
︑
汪
政
權
直
接
瓜
治
下
の
華
中
に
お
け
る
︑
汪
政
權
の

﹁
自
立
し
た
﹂
敎
育
政
策
に
對
し
て
苛
立
ち
を
見
せ
て
い
る
の
と
は
對
照
�
な
も
の
で
あ
っ
た
︒

敎
育
行
政
機
"
の
整
備
の
後
︑
汪
政
權
は
敎
育
事
業
の
擴
大
に
力
を
e
い
だ
︒
た
と
え
ば
汪
政
權
は
︑
敎
育
�
=
の
た
め
に
中
央
政
權
の
豫

算
か
ら
地
方
の
敎
育
事
業
へ
f
金
を
據
出
し
た
︒
一
九
四
〇
年
五
)
の
第
六
囘
行
政
院
會
議
で
趙
正
P
敎
育
部
長
が
上
海
市
の
中
小
學
校
に
對

し
て
每
)
二
萬
元
の
補
助
金
を
與
え
る
こ
と
を
提
案
︑
可
決
さ
れ
た
︒
そ
の
後
︑﹁
上
海
市
中
小
學
補
助
費
申
h
規
i
﹂﹁
各
省
市
申
h
地
方
敎

育
補
助
費
辦
法
﹂
な
ど
が
制
定
さ
れ
︑
地
方
敎
育
へ
の
財
政
�
j
助
が
制
度
�
さ
れ
た
︒
な
お
當
時
の
汪
政
權
の
收
入
に
つ
い
て
い
え
ば
︑
海

關
收
入
︑
鹽
稅
︑
瓜
稅
(閒
接
稅
)
の
三
種
類
を
�
と
し
て
︑
年
閒
の
歲
入
が
n
三
億
元
︑
歲
出
豫
算
の
う
ち
︑﹁
�
�
敎
育
宣
傳
社
會
事
業

費
﹂
と
し
て
六
・
五
％
が
計
上
さ
れ
て
い
る(21

)
︒
ま
た
一
九
四
〇
年
度
お
よ
び
一
九
四
一
年
度
の
江
蘇
省
の
歲
出
費
目
で
は
敎
育
費
が
n
五
二
～

六
〇
萬
元
︑
歲
出
の
n
一
二
％
を
占
め
て
い
た(22

)
︒
と
は
い
え
︑
こ
の
よ
う
な
數
字
は
蔣
介
石
南
京
國
民
政
府
時
�
に
比
べ
れ
ば
相
對
�
に
少
な

い
も
の
で
あ
っ
た
︒
一
九
三
三
～
三
五
年
度
ま
で
の
江
蘇
省
の
歲
出
費
目
で
は
敎
育
費
が
n
四
一
二
～
四
七
五
萬
元
に
o
し
︑
歲
出
の
n
一
五

～
二
〇
％
を
占
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る(23

)
︒

さ
ら
に
一
九
四
三
年
に
は
義
務
敎
育
制
度
が
<
入
さ
れ
た(24

)
︒
一
九
四
二
年
以
�
と
比
�
す
る
と
︑
學
校
數
と
學
生
數
が
汪
政
權
に
な
っ
て
か

ら
徐
々
に
囘
復
基
:
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
た
と
え
ば
︑
江
蘇
省
を
例
に
と
る
と
︑
一
九
四
〇
年
の
段
階
で
は
中
等
學
校
が
四
八
校
・
學

生
數
一
萬
六
〇
二
名
で
あ
り
︑
小
學
校
は
一
二
〇
二
校
・
學
生
數
は
一
六
萬
四
三
六
一
名
で
あ
っ
た
の
に
對
し
て
︑
一
九
四
三
年
の
段
階
で
は

中
等
學
校
が
八
九
校
・
學
生
數
二
萬
一
六
一
九
名
に
︑
小
學
校
は
一
九
二
六
校
・
學
生
數
二
九
萬
二
八
六
名
ま
で
增
加
し
た(25

)
︒
と
は
い
え
︑
江
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蘇
省
政
府
の
瓜
計
に
よ
れ
ば
︑
一
九
三
二
年
の
段
階
で
︑
小
學
校
は
八
三
六
〇
校
・
學
生
數
は
六
八
萬
八
二
四
四
名
と
あ
る
の
で(26

)
︑
汪
政
權
下

の
江
蘇
省
で
は
︑
結
局
蔣
介
石
南
京
國
民
政
府
時
代
に
行
わ
れ
た
敎
育
事
業
の
規
模
を
囘
復
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︑
と
い
え
る
︒
中
國

側
の
硏
究
で
も
︑﹁﹁
汪
兆
銘
政
權
﹂
は
成
立
後
︑﹁
敎
育
部
門
﹂
で
は
初
等
敎
育
の
擴
閏
に
關
す
る
一
聯
の
計
劃
を
立
て
︑
そ
の
荏
�
下
に
あ

る
各
﹁
被
占
領
地
區
﹂
の
初
等
敎
育
を
あ
る
i
度
發
展
さ
せ
た
︒
た
だ
し
︑
戰
�
と
比
べ
て
︑
ま
だ
ま
だ
大
き
な
格
差
が
あ
り
︑
戰
�
の
規
模

と
水
準
に
は
ま
っ
た
く
囘
復
で
き
な
か
っ
た
﹂
と
し
て
い
る(27

)
︒

(三
)
敎
員
層
の
養
成
と
實
態

筆
者
が
一
$
で
示
し
た
よ
う
に
︑
維
怨
政
府
と
汪
政
權
が
敎
育
事
業
を
�
め
る
際
の
障
碍
に
な
っ
た
の
は
敎
員
の
不
足
で
あ
っ
た
︒

こ
の
た
め
汪
兆
銘
南
京
國
民
政
府
は
敎
員
の
養
成
を
重
視
し
︑
各
地
で
師
範
學
校
の
円
設
に
努
め
た
︒
中
國
側
の
代
表
�
な
先
行
硏
究
で
あ

る
﹃
日
本
%
華
敎
育
�
�
﹄
で
は
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
︒

一
九
四
二
年
ま
で
に
﹁
汪
兆
銘
政
權
﹂
瓜
治
區
の
各
地
に
は
合
計
で
師
範
學
校
が
一
三
校
︑
學
q
八
二
q
︑
學
生
二
七
四
三
人

(男
子
生

徒
一
四
六
六
名
︑
女
子
生
徒
一
二
七
七
名
)
︑
敎
職
員
は
四
二
〇
人
と
な
っ
た
︒﹁
當
局
﹂
が
荏
給
し
た
經
費
は
四
一
七
萬
七
九
三
八
元
で
︑

職
業
學
校
の
荏
出
經
費

(二
五
五
萬
一
三
四
三
元
)
よ
り
多
か
っ
た
だ
け
で
は
な
く
︑
初
q
中
學
よ
り
も
多
か
っ
た
︒
當
時
の
初
q
中
學
は

六
七
校
の
多
數
に
o
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
總
經
費
は
三
六
〇
萬
九
九
四
二
元
に
止
ま
っ
て
い
た
︒
こ
こ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
︑﹁
汪

兆
銘
政
府
﹂
は
敎
員
f
格
者
養
成
を
極
め
て
重
視
し
て
い
た
︒
そ
の
後
︑
さ
ら
に
蘇
北
第
一
師
範
學
校
︑
浙
江
省
立
寧
波
師
範
學
校
な
ど

が
設
立
さ
れ
た
の
で
あ
る(28

)
︒

敎
員
養
成
は
敎
育
事
業
の
一
部
で
あ
る
が
︑
し
か
し
そ
の
擴
大
に
不
可
缺
な
も
の
で
あ
る
︒
以
上
か
ら
は
汪
政
權
の
敎
育
事
業
重
視
の
s
勢
を

確
t
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

敎
育
財
政
の
確
立
に
成
功
し
た
後
に
︑
汪
政
權
は
敎
員
層
の
擴
大
と
待
u
改
善
に
着
手
し
た
︒
た
と
え
ば
︑
小
中
學
敎
員
の
無
試
驗
檢
定
審
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査
を
行
う
こ
と
で
︑
敎
員
の
數
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
し(29

)
︑
ま
た
江
蘇
省
政
府
は
基
本
給
以
外
に
︑
ク
ラ
ス
數
に
應
じ
て
給
與
を
增
加
さ
せ
る

な
ど
の
改
善
策
を
施
行
し
た
︒
當
時
は
敎
員
の
待
u
が
惡
く
︑
多
く
の
敎
員
が
失
業
あ
る
い
は
生
活
難
な
ど
の
問
題
に
直
面
し
て
お
り
︑
汪
政

權
は
敎
員
層
の
待
u
改
善
を
試
み
て
い
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
給
與
收
入
は
物
價
上
昇
に
v
い
つ
か
な
く
な
っ
て
い
っ
た
︒
當
時
の
﹃
江
蘇
敎

育
﹄
誌
に
揭
載
さ
れ
た
�
違
に
は
︑﹁
現
在
︑
�
具
・
郵
x
費
︑
電
氣
費
︑
茶
水
費
︑
旅
費
︑
雜
費
な
ど
荏
出
に
必
�
な
價
格
は
︑
だ
い
た
い

事
變
�
に
比
べ
て
少
な
く
と
も
十
倍
以
上
に
な
っ
て
い
る(30

)
﹂︑
あ
る
い
は
﹁
每
)
の
生
活
に
は
七
〇
～
八
〇
元
必
�
で
あ
る
︑
し
か
し
�
�
の

小
學
敎
員
の
給
與
は
た
っ
た
の
四
〇
～
五
〇
元
で
︑
一
部
の
敎
員
は
二
〇
～
三
〇
元
i
度
で
あ
る
︒
人
を
活
か
す
仕
事
を
す
る
の
に
︑
腹
一
杯

に
な
ら
な
く
て
誰
が
敎
�
を
執
る
だ
ろ
う
か
︒
生
活
の
問
題
の
解
決
策
は
︑
た
だ
敎
育
界
か
ら
y
げ
出
す
だ
け
で
あ
る(31

)
﹂︑﹁
私
た
ち
は
農
村
で

よ
く
こ
の
よ
う
な
民
謠
を
聽
く
⁝
獵
犬
が
十
z
い
た
ら
九
z
は
牡
だ
︒
敎
員
が
十
人
い
た
ら
九
人
は
貧
し
い(32

)
﹂︑
と
い
っ
た
生
活
難
を
訴
え
る

記
営
が
多
數
存
在
し
て
お
り
︑
當
時
の
狀
況
が
窺
え
る
︒

敎
員
の
組
織
�
と
リ
ク
ル
ー
ト
に
は
︑
以
�
か
ら
存
在
す
る
敎
員
個
人
閒
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
大
い
に
利
用
さ
れ
た
︒
敎
員
の
{
用
は
蔣
介

石
南
京
國
民
政
府
の
時
代
同
樣
︑
個
人
�
關
係
が
�
で
あ
っ
た
︒
著
名
な
敎
育
學
者
舒
怨
城
は
一
九
三
一
年
出
版
の
著
作
で
︑﹁
私
塾
の
敎
員

は
家
長
あ
る
い
は
地
方
官
に
よ
っ
て
^
ば
れ
て
お
り
︑
單
に
校
長
の
手
下
と
し
て
し
か
見
ら
れ
て
い
な
い
現
在
の
敎
職
員
と
は
ま
っ
た
く
衣
な

る
﹂
と
営
べ
て
お
り(33

)
︑
こ
こ
か
ら
は
︑
當
時
の
學
校
敎
員
と
校
長
と
の
閒
の
個
人
�
關
係
が
强
い
の
と
同
時
に
︑
私
塾
の
敎
員
は
保
護
者
あ
る

い
は
地
方
官
の
�
~
と
い
う
あ
る
種
の
^
拔
プ
ロ
セ
ス
が
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
︒
し
か
し
著
者
が
か
つ
て
�
ら
か
に
し
た
よ
う
に
︑

一
九
三
五
年
に
お
け
る
上
海
市
立
小
學
校
の
一
般
敎
員
の
う
ち
︑
n
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
校
長
と
出
身
校
を
同
じ
く
し
︑
n
一
七
パ
ー
セ
ン
ト

が
校
長
の
以
�
の
勤
務
校
に
勤
務
歷
が
あ
り(34

)
︑
ま
た
汪
政
權
時
�
で
も
︑
東
亞
同
�
書
院
の
學
生
の
:
査
に
よ
れ
ば
﹁
な
ほ
﹃
人
﹄
の
關
係
よ

り
觀
察
す
る
に
︑
校
長
轉
任
せ
ば
そ
の
系
瓜
に
屬
せ
る
部
下
敎
員
も
亦
共
に
轉
任
す
る
傾
向
を
>
し
︑
敎
員
組
織
は
5
謂
﹃
幫
﹄
�
"
成
を
な

し
︑
�
�
な
る
地
位
は
何
れ
も
此
の
幫
�
成
員
に
よ
り
て
占
據
さ
る
る
實
K
な
り(35

)
﹂
と
し
︑
校
長
と
敎
員
の
個
人
�
關
係
が
極
め
て
深
い
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
一
九
三
八
年
の
吳
縣
縣
立
中
學
の
敎
員
一
覽
を
み
る
と
︑
�
敎
員
一
九
名
の
う
ち
︑
校
長
の
以
�
の
勤
務
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校
で
あ
る
﹁
江
蘇
二
中
﹂
や
﹁
私
立
純
一
中
學
﹂
に
勤
務
歷
の
あ
る
者
は
九
名
に
の
ぼ
る(36

)
︒
こ
こ
か
ら
は
︑
當
時
の
敎
員
層
の
な
か
に
お
い
て

は
︑
以
�
の
同
僚
や
出
身
校
な
ど
に
よ
っ
て
"
成
さ
れ
る
鞏
固
な
人
�
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
讀
み
取
れ
る
︒
こ
の
よ
う

な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
存
在
は
﹁
學
校
敎
育
に
於
て
も
そ
の
�
封
円
性
を
指
摘
せ
ざ
る
を
得
ず
︒
而
し
て
そ
の
�
も
封
円
�
な
る
は
校
長
と
敎
師
︑

校
長
と
上
司
と
の
﹃
幫
﹄
�
存
在
�
も
濃
厚
な
る
點
に
在
り
﹂
と
日
本
側
か
ら
�
さ
れ
て
い
た
が(37

)
︑
一
方
で
そ
れ
は
敎
員
層
の
組
織
・
動
員
の

容
易
さ
の
原
因
と
も
な
っ
た
︒
特
に
汪
政
權
の
�
人
は
敎
員
や
敎
育
行
政
經
驗
者
が
多
く
︑
そ
の
傾
向
も
よ
り
强
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
た

と
え
ば
日
本
側
興
亞
院
の
報
吿
書
で
も
﹁
怨
中
央
政
府
�
人
中
周
佛
海
︑
褚
民
誼
等
上
海
の
敎
育
界
に
深
い
關
係
と
相
當
の
勢
力
と
を
>
す
る

も
の
あ
り(38

)
﹂
と
営
べ
ら
れ
て
い
る
︒

第
二
違

汪
兆
銘
南
京
國
民
政
府
に
お
け
る
敎
育
事
業
擴
大
の
�
因

本
違
で
は
︑
學
校
敎
育
事
業
の
擴
大
を
汪
政
權
の
特
質
や
"
#
と
い
っ
た
側
面
か
ら
說
�
す
る
︒
一
$
で
は
︑
汪
政
權
が
精
力
�
に
敎
員
層

の
組
織
�
を
�
め
た
こ
と
を
實
證
し
︑
組
織
�
を
�
め
た
理
由
を
�
ら
か
に
す
る
︒
續
く
二
・
三
$
で
は
︑
政
權
の
正
瓜
性
:
o
と
い
う
觀
點

か
ら
敎
育
事
業
の
擴
大
を
分
析
す
る
︒
汪
政
權
は
正
瓜
性
に
關
わ
る
對
日
協
力
と
中
國
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
兩
立
と
い
う
難
點
を
︑
日
本
側
の

ス
ロ
ー
ガ
ン
を
﹁
讀
み
替
え
﹂︑
日
本
の
荏
�
と
三
民
�
義
・
中
國
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
共
存
す
る
論
理
を
作
り
だ
す
こ
と
で
克
�
し
よ
う
と

試
み
た
︒
こ
う
し
て
實
質
�
に
は
汪
政
權
の
政
治
敎
育
は
︑
對
日
協
力
政
權
と
い
う
實
態
と
は
�
に
︑
中
國
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
宣
揚
の
場
と

な
っ
た
こ
と
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
政
權
の
正
瓜
性
:
o
を
試
み
︑
敎
育
現
場
を
�
し
て
宣
傳
を
行
っ
た
こ
と
を
實
證
す
る
︒
四
$
で
は
︑
汪
政
權

の
敎
育
事
業
を
︑
日
本
側
は
ど
の
よ
う
に
t
識
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
檢
討
す
る
︒

(一
)
政
權
荏
持
基
盤
と
し
て
の
敎
員
層

汪
政
權
の
敎
育
事
業
擴
大
の
特
�
の
一
つ
と
し
て
︑
精
力
�
に
敎
員
層
の
組
織
�
を
�
め
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
本
$
で
は
當
時
の
汪
政
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權
の
政
治
"
#
と
い
う
角
度
か
ら
︑
汪
政
權
は
な
ぜ
︑
敎
員
の
組
織
�
に
總
力
を
擧
げ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
か
︑
ま
た
敎
員
を
組
織
す

る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
利
益
を
見
出
し
て
い
た
の
か
︑
こ
の
二
つ
の
點
に
つ
い
て
檢
討
し
て
み
た
い
︒

一
九
三
九
年
八
)
︑
す
で
に
重
慶
を
脫
出
し
︑
怨
政
權
樹
立
の
準
備
を
行
っ
て
い
た
汪
兆
銘
*
は
上
海
に
お
い
て
周
佛
海
お
よ
び
丁
默
屯
の

指
<
の
も
と
︑﹁
上
海
市
敎
育
委
員
會
﹂
を
設
置
し
︑
敎
育
界
に
お
い
て
汪
兆
銘
荏
持
の
﹁
和
P
_
動
﹂
を
推
�
し
た
︒
こ
れ
に
﹁
上
海
市
中

等
敎
育
協
�
會
﹂︑﹁
上
海
市
中
等
學
校
敎
職
員
聯
合
會
﹂︑﹁
上
海
市
小
學
校
長
聯
合
會
﹂
な
ど
が
呼
應
し
た
︒
日
本
側
の
觀
察
で
は
︑﹁
和
P

_
動
﹂
に
對
抗
す
る
形
で
n
�
年
で
四
一
件
に
の
ぼ
る
學
生
_
動
が
引
き
�
こ
さ
れ
た
と
さ
れ
︑
こ
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
が
校
長
あ
る
い
は
敎
員

の
汪
兆
銘
*
へ
の
參
加
に
對
す
る
學
生
の
反
撥
︑﹁
抗
日
紙
﹂
の
�
動
︑
共
產
黨
あ
る
い
は
重
慶
側
學
生
の
�
動
な
ど
に
�
因
す
る
も
の
で
あ

る
と
し
て
い
る(39

)
︒
こ
れ
ら
は
後
営
す
る
よ
う
に
重
慶
側
の
�
料
か
ら
も
確
t
で
き
︑
汪
兆
銘
*
の
敎
員
層
へ
の
�
�
・
影
�
を
み
て
と
る
こ
と

が
で
き
る
︒

ま
た
同
年
一
一
)
︑
丁
默
屯
の
特
工
總
部
は
︑
上
海
に
お
い
て
國
民
黨
黨
組
織
の
再
-
を
圖
る
ほ
か
に
︑
靑
年
の
組
織
�
や
︑
同
窓
會
な
ど

社
會
團
體
へ
の
�
�
を
行
っ
て
い
た
︒
そ
の
結
果
︑
上
海
の
黨
部
は
一
〇
の
分
區
に
分
か
れ
て
︑
三
五
一
八
人
が
登
錄
さ
れ
た
︒
そ
の
な
か
で

も
︑
靑
年
_
動
︑
す
な
わ
ち
學
生
の
組
織
�
は
︑
上
海
市
內
各
大
學
・
中
學
に
荏
部
を
作
り
︑
荏
部
長
ク
ラ
ス
の
幹
部
は
�
部
で
三
六
三
人
を

數
え
る
ま
で
に
至
っ
た
︒
中
小
學
敎
員
に
つ
い
て
は
︑
師
範
學
校
の
同
窓
會
等
そ
の
外
郭
團
體
を
含
め
る
と
一
五
〇
〇
人
以
上
を
把
握
し
て
い

た
と
あ
る
︒
ま
た
蘇
成
德
�
い
る
南
京
地
區
の
特
工
總
部
も
當
地
の
中
小
學
校
長
と
敎
員
の
組
織
�
に
成
功
し
︑﹁
和
P
反
共
円
國
大
同
�
﹂

と
い
っ
た
團
體
の
結
成
に
到
っ
た
こ
と
が
先
行
硏
究
で
�
ら
か
に
さ
れ
て
い
る(40

)
︒

一
方
で
上
海
に
お
け
る
勞
働
者
_
動
は
組
織
�
上
に
あ
り
︑
上
海
に
お
け
る
農
民
_
動
の
組
織
數
や
動
員
數
も
不
�
で
あ
る
が
︑
幹
部
は
各

區
三
人
ず
つ
で
わ
ず
か
四
八
人
に
�
ぎ
な
か
っ
た(41

)
︒
ま
た
農
村
部
の
>
力
者
層
は
︑
一
違
一
$
で
営
べ
た
よ
う
に
︑
中
央
か
ら
分
離
・
獨
立
傾

向
に
あ
っ
て
︑
こ
れ
も
汪
政
權
の
荏
持
基
盤
に
は
な
り
え
な
か
っ
た
︒
軍
�
も
︑
汪
兆
銘
の
�
待
に
反
し
︑
重
慶
か
ら
同
:
し
て
の
離
反
者
は

少
な
く
︑
汪
政
權
は
自
ら
の
軍
�
を
日
本
と
の
協
力
の
も
と
︑
一
か
ら
養
成
す
る
と
と
も
に
︑
各
地
の
非
正
規
軍
を
積
極
�
に
�
收
せ
ざ
る
を
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え
な
か
っ
た(42

)
︒
王
克
�
も
ま
た
先
行
硏
究
に
お
い
て
︑
汪
政
權
は
軍
�
に
基
盤
を
築
き
得
な
か
っ
た
と
営
べ
て
い
る(43

)
︒
ま
た
經
濟
界
も
︑
そ
の

協
力
は
一
九
四
三
年
以
影
で
あ
り
︑
當
初
は
汪
政
權
に
對
し
て
中
立
�
な
立
場
に
あ
っ
た(44

)
︒
華
中
に
お
け
る
民
衆
組
織
團
體
と
し
て
日
本
軍
に

よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
大
民
會
や
共
和
黨
は
自
發
�
に
解
散
し
て
汪
兆
銘
*
の
國
民
黨
に
合
液
し
た
も
の
の(45

)
︑
汪
*
國
民
黨
の
組
織
は
順
:
に
發

展
し
な
か
っ
た
︒
た
と
え
ば
︑
一
九
四
三
年
以
�
に
は
蘇
北
地
區

(江
蘇
省
の
長
江
以
北
)
に
は
汪
*
國
民
黨
の
黨
組
織
は
存
在
し
て
い
な
い
と

さ
れ(46

)
︑
ま
た
當
時
汪
*
國
民
黨
の
重
職
を
務
め
た
戴
英
夫
も
當
時
の
黨
組
織
の
�
體
さ
を
t
め
て
い
る(47

)
︒
一
方
︑
王
克
�
に
よ
れ
ば
︑
汪
*
國

民
黨
の
黨
組
織
は
日
本
や
重
慶
國
民
政
府
側
の
妨
碍
に
よ
っ
て
︑
永
�
に
機
能
し
な
か
っ
た
と
さ
れ
る(48

)
︒
こ
れ
は
國
民
黨
の
三
民
�
義
思
想
が
︑

日
本
軍
內
で
︑﹁
抗
日
﹂﹁
反
日
﹂
思
想
の
根
源
と
t
識
さ
れ
て
お
り
︑
抵
抗
感
が
强
か
っ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
た
と
え
ば
一
九
四

一
年
の
段
階
で
も
︑
日
本
軍
內
部
で
は
︑
靑
天
白
日
旗
揭
揚
禁
止
︑
三
民
�
義
反
對
を
唱
え
る
﹁
�
線
將
校
﹂
の
﹁
上
申
﹂
が
軍
內
を
液
�
し

て
い
た
く
ら
い
で
あ
る(49

)
︒

以
上
か
ら
︑﹁
敎
育
界
﹂
︱
︱
學
生
と
敎
員
︱
︱

は
︑
數
少
な
い
汪
政
權
の
社
會
�
荏
持
基
盤
の
一
部
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

こ
れ
は
﹁
敎
育
界
に
於
け
る
汪
兆
銘
*
の
基
礎
は
︑
他
の
分
野
に
比
�
し
て
︑
割
合
に
鞏
固
と
見
ら
れ
る
べ
き
も
の
が
あ
る
如
く
で
あ
る(50

)
︒﹂︑

あ
る
い
は
﹁
學
生
た
ち
の
な
か
で
共
產
�
義
者
あ
る
い
は
蔣
介
石
を
荏
持
す
る
者
は
少
な
く
な
い
が
︑
汪
精
衞
を
荏
持
す
る
者
も
少
な
く
な

い(51
)

﹂
と
い
っ
た
當
時
の
日
本
側
の
分
析
と
も
一
致
す
る
︒
し
か
し
一
方
で
學
校
︑
特
に
上
海
租
界
の
中
等
・
高
等
敎
育
機
關
は
︑
重
慶
の
國
民

黨
あ
る
い
は
共
產
黨
に
よ
る
抗
日
勢
力
の
據
點
で
も
あ
っ
た(52

)
︒
そ
の
た
め
に
︑
李
士
群
・
丁
默
屯
�
い
る
特
工
總
部
は
︑
學
校
內
に
殘
る
國
民

黨
C
C
系
組
織
や
共
產
黨
系
地
下
組
織
の
肅
淸
・
摘
發
も
行
っ
て
い
た
︒

一
方
︑
汪
政
權
發
足
後
の
敎
員
組
織
�
政
策
と
し
て
は
︑
一
九
四
〇
年
六
)
九
日
の
中
國
敎
育
円
設
協
會
の
成
立
が
代
表
�
な
も
の
と
し
て

擧
げ
ら
れ
る
︒
會
員
數
は
n
一
八
〇
〇
人(53

)
︑
協
會
の
理
事
長
に
戴
英
夫
が
︑
常
務
理
事
に
徐
公
美
︑
邵
鳴
九
ら
敎
育
部
の
官
僚
な
ど
が
就
任
し

て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り(54

)
︑
完
�
な
官
製
團
體
で
あ
っ
た
が
︑
敎
育
部
に
敎
職
員
の
待
u
向
上
を
求
め
る
な
ど(55

)
︑
一
種
の
壓
力
團
體

で
も
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
中
日
�
�
協
議
會
や
東
亞
聯
�
︑
怨
民
會
と
い
っ
た
組
織
と
衣
な
り
︑
日
本
人
が
關
與
し
て
い
た
痕
跡
は
確
t
で
き
な
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い
︒
つ
ま
り
中
國
敎
育
円
設
協
會
は
︑
日
本
側
が
中
國
荏
�
の
た
め
の
一
組
織
と
し
て
形
成
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
︒
協
會
は
各
地
域

に
分
會
を
つ
く
り
︑
敎
員
や
敎
育
官
僚
の
組
織
�
を
�
め
た
︒
各
地
分
會
は
地
方
敎
育
行
政
組
織
の
ト
ッ
プ
が
�
任
す
る
形
で
二
〇
〇
～
五
〇

〇
人
の
敎
育
職
の
會
員
が
お
り
︑
會
員
の
多
く
は
︑
敎
育
行
政
官
僚
の
ほ
か
︑
中
學
・
小
學
校
の
校
長
層
な
ど
だ
っ
た
︒
活
動
と
し
て
は
︑
機

關
誌
﹃
敎
育
円
設
﹄
の
發
行(56

)
︑
東
亞
敎
育
大
會
へ
の
參
加
︑
國
語
e
�
符
號
1
2
會
の
開
催
の
ほ
か
︑
鯵
易
小
學
校
や
社
會
敎
育
の
推
�
︑
日

本
視
察
な
ど
の
活
動
に
加
え
︑
後
に
は
怨
國
民
_
動
の
�
行
な
ど
も
擔
當
し
た
︒

こ
の
ほ
か
︑
汪
政
權
は
︑﹁
�
國
大
學
敎
F
協
會
﹂︑﹁
中
國
兒
越
敎
育
協
會
﹂
な
ど
の
組
織
も
發
足
さ
せ
た(57

)
︒
丁
默
屯
�
い
る
汪
兆
銘
南
京

國
民
政
府
社
會
福
利
部
も
ま
た
學
生
や
敎
員
の
組
織
�
を
繼
續
し
て
行
い
︑
南
京
高
等
師
範
學
校
上
海
同
窓
會
︑
東
南
大
學
上
海
同
窓
會
︑
中

央
大
學
上
海
同
窓
會
な
ど
の
組
織
�
に
成
功
し
て
い
た(58

)
︒
當
時
︑
上
海
に
お
い
て
は
重
慶
國
民
黨
︑
そ
し
て
中
國
共
產
黨
も
同
樣
に
各
種
の
社

會
團
體

︱
︱
同
窓
會
や
學
生
團
體
︑
勞
働
者
_
動
︱
︱

の
組
織
�
と
政
治
_
動

(デ
モ
な
ど
)
に
乘
り
出
し
て
い
た
︒
し
か
し
汪
政
權
に

よ
っ
て
︑
租
界
當
局
が
學
生
_
動
の
取
り
閲
ま
り
を
强
�
し
た
こ
と(59

)
︑
蔣
介
石

(重
慶
)
側
三
民
�
義
靑
年
團
の
中
堅
幹
部
の
多
く
が
日
中
戰

爭
の
�
�
を
悲
觀
し
て
汪
兆
銘
*
に
つ
い
た
こ
と
な
ど
か
ら(60

)
︑
重
慶
側
の
特
務
機
關
に
よ
る
組
織
�
は
順
:
に
�
ま
ず(61

)
︑
中
國
共
產
黨
は
敎
員

と
學
生
團
體
の
組
織
�
に
は
成
功
し
た
と
さ
れ
て
い
る
が(62

)
︑
そ
の
力
に
は
限
り
が
あ
っ
た
︒

總
じ
て
い
え
ば
︑
こ
の
時
�
に
汪
政
權
︑
蔣
介
石
の
重
慶
國
民
政
府
︑
そ
し
て
中
國
共
產
黨
は
學
生
と
敎
員
の
爭
奪
戰
を
繰
り
廣
げ
て
お
り
︑

筆
者
の
み
る
と
こ
ろ
︑
汪
政
權
は
一
定
i
度
彼
・
彼
女
ら
の
組
織
�
と
荏
持
獲
得
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
︒

(二
)
汪
兆
銘
南
京
國
民
政
府
の
﹁
中
國
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
﹂
と
正
瓜
性
:
o

汪
政
權
の
敎
育
事
業
の
も
う
一
つ
の
特
�
が
︑
政
權
の
正
瓜
性
に
つ
い
て
の
宣
傳
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
そ
し
て
そ
の
宣
傳
に
は
︑

�
�
面
で
の
中
國
の
優
越
性
・
獨
自
性
を
�
張
し
た
﹁
中
國
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
﹂
の
色
�
が
比
�
�
濃
厚
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
三
民
�
義
と
︑

﹁
反
共
和
P
円
國
﹂
理
論
を
國
家
円
設
理
論
に
据
え
た
と
は
い
え
︑
%
略
者
の
日
本
と
結
ん
だ
こ
と
に
よ
り
﹁
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
磁
場
ヴ
ェ
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ク
ト
ル
に
�
行
し
て
い
た
﹂︑﹁
對
日
協
力
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
兩
立
す
る
餘
地
︑
さ
ら
に
は
相
乘
效
果
を
發
揮
す
る
餘
地
が
な
か
っ
た(63

)
﹂
汪

政
權
に
と
っ
て
︑
社
會
を
掌
握
し
そ
の
荏
�
を
�
め
て
い
く
た
め
に
︑
政
權
の
正
瓜
性
を
懸
命
に
宣
傳
し
な
く
て
は
い
け
な
か
っ
た
た
め
で
あ

る
︒こ

の
困
難
に
對
し
て
︑
汪
政
權
側
の
政
治
家
や
敎
育
官
僚
た
ち
は
︑﹁
大
東
亞
円
設
﹂﹁
興
亞
敎
育
﹂﹁
日
荏
提
携
﹂
と
い
っ
た
日
本
側
の
ス

ロ
ー
ガ
ン
を
揭
げ
な
が
ら
︑
そ
れ
を
E
手
に
﹁
讀
み
替
え
﹂︑
實
際
に
は
中
國
固
>
の
�
�
の
宣
揚
︑
中
國
國
民
の
國
家
槪
念
を
育
て
る
こ
と

を
�
張
す
る
こ
と
で
︑
政
權
の
正
瓜
性
の
:
o
︑
敎
育
者
や
學
生
の
動
員
を
圖
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
一
例
は
︑﹁
大
東
亞
共
榮
圈
﹂
と
い
う

空
閒
の
な
か
で
︑
中
國
�
�
の
果
た
す
役
割
を
强
:
し
︑
�
�
�
な
面
で
中
國
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
强
:
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
た
と
え
ば
楊

鴻
烈
は
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
大
東
亞
共
榮
圈
﹂
の
な
か
で
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
持
つ
�
�
は
日
本
�
�
で
な
く
︑
實
際
は
そ
の
源
液
で
あ
る
中
國
�
�
で

あ
る
と
し
︑
そ
の
た
め
に
中
國
で
は
そ
の
傳
瓜
�
�
を
復
興
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
と
し
て
﹃
敎
育
円
設
﹄
誌
の
な
か
で
以
下
の
よ
う
に

�
張
す
る(64

)
︒

大
東
亞
共
榮
圈
の
各
國
で
は
︑
漢
字
が
大
體
�
用
す
る
︒
ベ
ト
ナ
ム
人
も
︑
�
鮮
人
も
︑
瑛
球
人
も
南
洋
人
も
︑
各
々
自
ら
の
言
語
を

持
っ
て
い
る
の
で
︑
感
K
を
理
解
し
た
り
 
見
を
]
奄
す
る
の
は
無
理
で
あ
る
︒
し
か
し
も
し
漢
�
を
�
っ
て
筆
談
す
れ
ば
︑
大
抵
は
理

解
可
能
で
あ
る
︒

現
在
︑
漢
字
と
同
樣
︑
東
亞
各
民
族
を
荏
�
す
る
儒
敎
の
問
題
に
つ
い
て
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
︒
タ
イ
�
國
王
の
叔
父
は
四
書
を
液
れ

る
よ
う
に
�
唱
で
き
る
︒
こ
の
よ
う
に
タ
イ
人
は
四
書
に
非
常
に
e
 
を
拂
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
點
に
つ
い
て
中
國
人
は
恥
ず
か

し
く
思
う
べ
き
で
あ
る
︒
私
た
ち
中
國
人
の
な
か
で
一
體
何
人
が
四
書
五
經
を
�
唱
で
き
る
だ
ろ
う
か
？

と
営
べ
︑﹁
大
東
亞
共
榮
圈
﹂
に
お
け
る
霸
權
�
�
�
は
中
國
�
�
で
あ
り
︑
ゆ
え
に
中
國
�
�
を
復
興
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
︑
と
い
う
論
理

を
展
開
し
た
︒
ま
た
嚴
恩
柞
も
同
樣
の
�
張
を
行
っ
て
い
た
︒
す
な
わ
ち
︑

こ
の
た
び
我
々
が
知
っ
た
の
は
︑
大
東
亞
各
國
の
�
�
は
︑
非
常
に
多
く
が
︑
中
國
の
�
�
に
由
來
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
中
國
の

― 120 ―

700



�
�
が
影
�
し
た
地
域
は
非
常
に
廣
く
︑
深
く
︑
本
來
は
非
常
に
價
値
が
あ
る
の
だ
︒
今
後
我
々
は
批
~
を
加
え
つ
つ
︑
保
存
と
發
展
を

さ
せ
る
必
�
が
あ
る
︒
特
に
華
僑
敎
育
に
e
 
し
て
︑
中
國
固
>
の
�
�
を
各
地
に
廣
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い(65

)
︒

と
営
べ
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
な
言
說
は
單
に
內
向
き
に
生
產
・
�
費
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
朱
炳
靑
は
滿
洲
國
の
首
都
怨
京
で
開
催
さ

れ
た
第
二
囘
東
亞
敎
育
大
會
の
な
か
で
︑
以
下
の
よ
う
に
営
べ
︑﹁
東
方
﹂
の
�
液
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
た
る
王
�
精
神
は
中
國
由
來
の
も
の
で
あ

り
︑
日
本
は
科
學
の
方
面
の
み
東
亞
諸
民
族
を
指
<
で
き
る
こ
と
を
强
:
し
て
い
た
︒

東
亞
民
族
固
>
の
�
�
と
�
德
に
つ
い
て
繰
り
�
せ
ば
︑
私
が
思
う
に
�
も
貴
い
も
の
は
︑
我
々
東
亞
民
族
が
持
つ
特
>
の
﹁
東
方
�

義
精
神
﹂
に
他
な
ら
ず
︑
そ
れ
は
す
な
わ
ち
友
邦
各
國
が
稱
揚
す
る
と
こ
ろ
の
﹁
王
�
精
神
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
精
神
の
悠
久
の
源
は
︑

我
々
中
國
古
代
の
堯
舜
禹
湯
�
武
周
公
諸
 
哲
の
敎
え
に
あ
る
⁝
〔中
略
〕⁝
東
亞
各
民
族
は
︑
科
學
方
面
に
つ
い
て
は
友
邦
日
本
の
指
<

の
も
と
︑
�
邦
諸
國
と
の
一
致
協
力
に
よ
っ
て
︑
精
神
・
物
質
の
二
つ
の
方
向
か
ら
同
時
に
︑
円
設
に
努
力
す
る(66

)
︒

そ
れ
以
外
に
も
︑
張
仲
寰
は
論
�
﹁
今
後
敎
育
円
設
の
方
針
﹂
の
な
か
で
﹁
我
が
國
の
古
代
�
�
は
︑
世
界
中
の
樣
々
な
�
�
の
源
泉
で
あ
る

ば
か
り
か
︑
一
切
�
て
の
�
理
を
@
括
す
る
も
の
で
あ
る
︒
特
に
治
國
敎
民
の
準
則
に
關
し
て
は
︑
後
世
の
人
閒
が
模
範
と
す
る
に
足
る
︒

我
々
は
現
代
に
合
わ
せ
た
優
れ
た
理
論
を
^
ん
で
︑
靑
年
た
ち
に
我
が
國
民
族
特
>
の
本
位
を
t
識
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
﹂
と
営
べ
て
い

た(67
)

︒
こ
う
い
っ
た
�
�
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
︑﹁
中
國
本
位
の
�
�
﹂
の
論
理
の
行
き
着
く
先
は
︑
日
本
が
排
斥
し
て
き
た
南
京
國
民
政
府
の
敎

育
政
策
の
再
�
價
で
あ
る
︒
時
綉
¢
は
︑

£
國
�
義
の
%
略
を
8
け
︑
⁝
〔中
略
〕⁝
%
略
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
民
族
 
識
が
民
衆
の
な
か
で
彷
彿
と
湧
き
�
こ
っ
た
の
で
あ
る
︒

祖
國
な
く
し
て
は
生
命
が
な
い
︑
中
華
民
族
が
自
由
と
解
放
を
得
ら
れ
な
け
れ
ば
︑
國
民
は
永
¥
の
奴
隸
に
な
り
︑
國
家
復
興
の
機
會
が

な
く
な
る
と
い
う
深
い
覺
悟
を
︑
人
々
は
持
っ
た
の
で
あ
る
︒

民
閒
の
思
潮
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
︑
當
時
の
國
民
政
府
の
敎
育
指
<
方
針
も
ま
た
同
樣
の
方
向
に
あ
っ
た
︒︹
盧
�
橋
︺
事
變

�
數
年
の
中
國
國
民
敎
育
は
濃
厚
な
愛
國
の
色
�
に
�
ら
れ
︑
自
ら
を
守
っ
て
强
國
を
目
指
す
 
圖
を
示
す
の
と
同
時
に
︑
學
生
_
動
を
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契
機
に
し
て
︑
民
衆
に
對
し
て
愛
國
思
想
が
宣
傳
さ
れ
︑
民
衆
を
呼
び
覺
ま
し
︑
民
衆
を
訓
練
し
︑
そ
し
て
民
衆
を
組
織
し
た
︒
こ
の
時

�
こ
そ
︑
數
千
年
の
歷
�
の
な
か
で
中
國
の
國
民
敎
育
が
�
高
潮
に
o
し
た
段
階
で
あ
る(68

)
︒

と
営
べ
て
い
る
︒
ま
さ
に
對
日
協
力
政
權
で
あ
る
汪
政
權
が
政
府
の
正
瓜
性
:
o
の
た
め
に
�
張
し
た
中
國
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
論
理
の
行
き

つ
く
先
は
︑
日
本
側
が
﹁
抗
日
敎
育
﹂
と
し
て
排
斥
し
て
き
た
南
京
國
民
政
府
に
よ
る
政
治
敎
育
の
繼
承
・
肯
定
で
あ
っ
た
︒
國
民
黨
左
*
に

よ
る
﹁
黨
�
敎
育
﹂
に
せ
よ
︑
蔣
介
石
南
京
國
民
政
府
時
�
の
學
校
敎
育
に
せ
よ
︑
筆
者
が
別
稿
で
�
ら
か
に
し
た
よ
う
に
︑
三
民
�
義
を
も

と
に
し
た
政
治
�
色
�
は
色
濃
く
︑
汪
政
權
も
同
樣
だ
っ
た
の
で
あ
る(69

)
︒
汪
政
權
で
敎
育
部
の
�
職

(社
會
敎
育
司
司
長
)
に
あ
っ
た
趙
如
珩

が
︑
一
九
四
三
年
に
日
本
語
で
出
版
し
た
著
書
で
︑
汪
政
權
の
敎
育
事
業
を
︑
南
京
國
民
政
府
時
�
の
三
民
�
義
敎
育
か
ら
の
聯
續
性
と
い
う

點
か
ら
描
い
た
こ
と
は
象
�
�
で
あ
る
と
い
え
よ
う(70

)
︒

(三
)
敎
科
書
の
な
か
の
﹁
中
國
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
﹂

汪
政
權
の
政
治
家
・
敎
育
行
政
官
僚
た
ち
は
︑
こ
う
し
た
日
本
と
の
協
力
と
中
國
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
兩
立
を
理
論
�
に
確
立
し
︑
さ
ら
に

こ
れ
を
︑
學
校
敎
育
を
�
し
て
大
規
模
に
宣
傳
・
敎
�
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
︒
た
と
え
ば
︑
敎
育
部
幹
部
の
徐
公
美
は
自
ら
の
論
�

﹁
和
P
_
動
と
敎
育
円
設
﹂
の
な
か
で
﹁
た
だ
敎
育
の
み
が
�
面
�
な
和
P
を
促
�
で
き
る
﹂
と
し(71

)
︑﹃
敎
育
円
設
﹄
誌
の
-
集
者
で
あ
る
楊
敬

¥
も
同
樣
に
﹁
民
衆
は
P
和
を
渴
©
し
て
い
る
が
︑
た
だ
先
入
觀
の
影
�
に
よ
り
︑
和
P
_
動
に
對
し
て
總
じ
て
懷
疑
�
で
あ
る
︒
國
民
の
思

想
を
轉
奄
さ
せ
る
の
は
敎
育
に
よ
っ
て
な
さ
せ
る
し
か
な
い
﹂
と
営
べ
て
い
た(72

)
︒

當
時
︑
小
學
校
で
は
公
民
訓
練
︑
國
語
︑
常
識

(高
q
小
學
校(73
)で

は
さ
ら
に
こ
れ
が
社
會
︑
自
然
な
ど
に
分
か
れ
る
)
︑
算
ª
︑
工
作

(高
q
小
學
校

で
は
さ
ら
に
こ
れ
が
勞
作
︑
美
ª
な
ど
に
分
か
れ
る
)
︑
唱
«
(高
q
小
學
校
で
は
さ
ら
に
こ
れ
が
體
育
︑
�
樂
な
ど
に
分
か
れ
る
)
の
六
科
目

(高
q
小
學

校
で
は
九
科
目
︑
た
だ
し
社
會
科
を
公
民
︑
歷
�
︑
地
理
の
三
科
目
に
分
け
て
も
よ
い
と
さ
れ
た
︒
ま
た
都
市
部
の
高
q
小
學
校
で
は
實
K
に
應
じ
外
國
語
を

敎
F
し
て
も
可
と
さ
れ
た
)
が
敎
F
さ
れ
て
お
り
︑
初
q
中
等
學
校
で
は
體
育
︑
越
子
軍
︑
衞
生
︑
國
�
︑
日
本
語
︑
英
語
︑
算
學
︑
自
然

(學
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�
每
に
¬
物
︑
動
物
︑
�
學
︑
物
理
な
ど
の
分
科
制
を
{
る
)
︑
歷
�
︑
地
理
︑
勞
作
︑
圖
畫
︑
�
樂
な
ど
一
三
科
目
が
敎
F
さ
れ
て
い
た
︒
高
q
中

等
學
校
で
は
公
民
︑
體
育
︑
衞
生
︑
軍
事
訓
練
︑
國
�
︑
日
本
語
︑
英
語
︑
算
學
︑
生
物
學
︑
�
學
︑
物
理
︑
本
國
歷
�
︑
外
國
歷
�
︑
本
國

地
理
︑
外
國
地
理
︑
論
理
︑
勞
作
︑
圖
畫
︑
�
樂
な
ど
一
九
科
目
が
敎
F
さ
れ
て
い
た(74

)
︒
そ
の
た
め
︑
汪
政
權
下
に
お
い
て
は
︑
狹
義
の
政
治

敎
育
科
目
が
存
在
せ
ず
︑
政
治
敎
育
は
國
語
︑
公
民
︑
地
理
︑
歷
�
な
ど
の
諸
科
目
を
�
し
て
行
わ
れ
て
い
た
︒

こ
う
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
な
か
で
︑
汪
政
權
下
の
敎
科
書
で
は
︑﹁
中
國
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
﹂
を
强
:
す
る
よ
う
な
內
容
が
收
錄
さ
れ
て

い
た
︒
た
と
え
ば
︑
初
q
小
學
校
用
の
﹃
初
小
常
識
﹄
の
第
八
卷
で
は
︑
孔
子
︑
孟
子
︑
荀
子
な
ど
の
學
說
と
と
も
に
︑
古
代
中
國
に
お
け
る

三
大
發
�
(羅
針
盤
・
紙
・
火
藥
)
が
讚
え
ら
れ
て
い
る(75

)
︒
國
�
敎
科
書
で
は
汪
兆
銘
や
周
作
人
︑
鶴
見
祐
輔
の
�
違
も
揭
載
さ
れ
て
い
る
が
︑

彼
ら
よ
り
も
︑
魯
®
や
梁
¯
超
︑
蔡
元
培
︑
あ
る
い
は
白
居
易
や
﹃
左
傳
﹄︑
孟
子
ら
の
作
品
の
方
が
登
場
囘
數
が
多
い(76

)
︒

地
理
に
つ
い
て
は
︑
初
q
小
學
校
の
常
識
科
の
地
圖
で
は
︑﹁
滿
洲
國
﹂
や
臺
灣
は
中
國
本
土
と
は
分
け
て
描
か
れ
て
い
る
一
方
で(77

)
︑
高
q

小
學
校
敎
員
用
指
<
書
の
﹃
高
小
地
理
敎
學
法
﹄
第
一
卷
に
お
い
て
︑
當
時
日
本
の
領
土
に
な
っ
て
い
た
は
ず
の
南
沙
・
西
沙
諸
島
の
特
產
品

に
つ
い
て
の
質
問
が
設
け
ら
れ
て
お
り
︑
中
華
民
國
の
領
土
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
記
営
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る(78

)
︒
ま
た
こ
の
﹃
高
小

地
理
敎
學
法
﹄
の
第
十
五
課
は
﹁
廣
東
租
借
地
と
割
讓
地
﹂
と
題
さ
れ
て
︑
イ
ギ
リ
ス
の
阿
片
戰
爭
と
香
°
占
領
︑
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
マ
カ
オ
¬

民
地
�
︑
フ
ラ
ン
ス
の
廣
州
灣
租
借
な
ど
に
つ
い
て
詳
営
さ
れ
て
い
る(79

)
︒
阿
片
戰
爭
や
イ
ギ
リ
ス
の
%
略
の
强
:
は
︑
初
q
小
學
校
用
﹃
初
小

常
識
﹄
第
八
卷
で
林
則
徐
の
阿
片
燒
却
處
分
の
故
事
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
ほ
か(80

)
︑
高
q
小
學
校
用
の
歷
�
敎
科
書
﹃
國
定
敎
科
書

高
小

歷
�
﹄
で
も
︑
そ
れ
ぞ
れ
一
課
を
割
い
て
︑
阿
片
戰
爭
︑
ア
ロ
ー
戰
爭
︑
淸
佛
戰
爭
︑
義
和
團
事
件
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に

對
し
て
日
淸
戰
爭
は
獨
立
し
た
課
と
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
臺
灣
割
讓
に
つ
い
て
も
営
べ
ら
れ
て
い
な
い(81

)
︒
一
九
三
〇
年
代
か
ら
の
日
本
の
%
略
に

つ
い
て
は
︑
�
±
卷
第
四
册
の
�
±
課

(第
二
十
課
)
で
﹁
民
國
十
六
年
國
民
革
命
軍
は
北
伐
に
成
功
し
た
が
︑
共
產
黨
が
機
に
乘
じ
て
%
入
︑

至
る
5
で
²
を
爲
し
︑
民
國
二
十
年
に
瀋
陽
で
事
變
が
發
生
︑
日
中
關
係
は
\
第
に
惡
�
し
︑
つ
い
に
は
︹
民
國
︺
二
十
六
年
に
は
ま
た
盧
�

橋
事
變
が
發
生
し
て
︑
戰
事
は
蔓
³
し
︑
收
拾
が
つ
か
な
く
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
は
實
に
現
代
中
國
�
上
の
´
憾
な
出
來
事
で
あ
る
！
﹂
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と
書
か
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る(82

)
︒
こ
の
よ
う
に
歷
�
課
で
は
︑
日
本
の
%
略
が
�
確
に
示
さ
れ
な
い
一
方
で
︑
中
國
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
强
:

さ
れ
る
內
容
と
な
っ
て
い
た
︒

(四
)
日
本
側
の
t
識

一
方
︑
日
本
側
は
汪
政
權
の
こ
の
よ
う
な
動
き
を
ど
う
見
て
い
た
の
か
︒

一
九
四
〇
年
四
)
二
〇
日
︑
北
荏
�
方
面
軍
は
﹁
華
北
ニ
於
ケ
ル
思
想
戰
指
<
�
綱
﹂
を
作
成
し
た
︒
そ
こ
で
は
︑
思
想
戰
の
目
�
と
し
て

﹁
敵
の
抗
戰
 
思
を
喪
失
せ
し
む
る
と
共
に
︑
中
國
民
衆
就
中
知
識
階
q
=
靑
少
年
に
對
し
東
亞
怨
秩
序
円
設
の
分
擔
者
た
る
へ
き
こ
と
を
確

t
せ
し
め
︑
以
て
之
か
円
設
に
奮
�
實
踐
せ
し
む
る
如
く
指
<
す
︒﹂
と
営
べ
︑
怨
民
精
神
に
よ
る
王
�
社
會
円
設
︑
東
亞
�
�
の
振
興
の
ほ

か
︑﹁
中
國
民
衆
の
從
來
の
排
他
�
獨
µ
�
︑
國
家
�
義
=
民
族
 
識
は
之
を
是
正
し
善
¶
友
好
を
實
現
﹂
な
ど
を
﹁
當
面
の
目
標
﹂
と
し
て

定
め
た(83

)
︒
同
年
八
)
二
五
日
に
な
る
と
︑
北
荏
�
方
面
軍
の
み
な
ら
ず
︑
荏
�
*
+
軍
自
身
も
思
想
戰
の
重
�
性
に
鑑
み
︑﹁
思
想
戰
指
<
�

綱
﹂
を
作
成
す
る
こ
と
に
な
る(84

)
︒

こ
う
し
た
﹁
思
想
戰
﹂
の
必
�
か
ら
︑
戰
況
が
落
ち
着
く
に
つ
れ
︑
日
本
內
地
か
ら
︑
日
本
人
敎
職
員
が
日
本
語
敎
育
・
敎
育
行
政
補
助
な

ど
の
名
目
で
�
出
し
て
く
る
よ
う
に
な
る
︒
そ
し
て
︑
彼
ら
は
單
な
る
敎
員
で
は
な
く
︑﹁
督
學
官
﹂
と
し
て
の
役
目
を
持
っ
て
い
た
︒
興
亞

院
�
�
部
長
松
村
�
は
£
國
議
會
で
の
答
辯
に
お
い
て
︑﹁
�
�
都
市
の
各
小
學
校
詰
り
敎
育
機
關
に
出
來
る
だ
け
優
れ
た
日
本
人
の
敎
育
者

を
入
れ
る
と
い
ふ
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
︑
そ
れ
は
一
つ
の
督
學
官
の
役
目
も
勤
め
ま
す
﹂
と
営
べ
て
い
た(85

)
︒
こ
う
し
て
敎
育
分
野
に
お
い
て
は
︑

彼
ら
を
*
+
・
訓
練
・
管
理
す
る
興
亞
院
�
�
部
お
よ
び
各
地
連
絡
部
の
影
�
力
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
︒
と
は
い
え
︑
そ
の
影
�
は
限
定
�
で

あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
興
亞
院
華
中
連
絡
部
が
作
成
し
た
﹃
中
荏
ニ
於
ケ
ル
日
本
語
敎
育
ニ
關
ス
ル
:
査
報
吿
書
﹄
に
よ

れ
ば
︑
江
蘇
・
浙
江
・
安
]
三
省
に
滯
在
し
て
い
る
日
本
人
敎
員
は
わ
ず
か
一
三
八
人
で
あ
り(86

)
︑
し
か
も
日
本
國
內
か
ら
の
*
+
敎
員
は
︑
中

國
人
一
般
敎
員
の
三
～
五
倍
︑
現
地
{
用
の
日
本
人
敎
員
で
す
ら
︑
中
國
人
敎
員
の
二
～
三
倍
の
俸
給
を
得
て
お
り
︑
現
地
縣
政
府
は
そ
の
財

― 124―

704



政
�
·
擔
か
ら
日
本
人
敎
員
の
{
用
に
�
極
�
で
あ
り
︑
ま
た
そ
の
給
與
格
差
は
︑
中
國
人
敎
員
を
失
©
さ
せ
︑
對
日
感
K
を
惡
�
さ
せ
る
と

し
て
︑
興
亞
院
華
中
連
絡
部
は
日
本
人
敎
員
の
待
u
の
問
題
を
﹁
一
考
を
�
す
る
﹂
と
し
て
お
り(87

)
︑
大
々
�
に
推
�
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
︒そ

の
た
め
︑
日
本
側
に
と
っ
て
中
國
共
產
黨
・
重
慶
國
民
政
府
側
の
抗
日
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
打
破
し
︑﹁
思
想
戰
﹂
を
E
ち
拔
く
た
め
に
︑

汪
政
權
の
敎
育
事
業
擴
大
お
よ
び
敎
員
組
織
�
は
︑﹁
大
東
亞
円
設
﹂︑﹁
興
亞
敎
育
﹂︑﹁
日
荏
提
携
﹂
と
い
っ
た
日
本
側
の
論
理
と
衝
突
し
な

い
限
り
︑
歡
¹
す
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
︒

第
三
違

地
域
社
會
へ
の
影
�

本
違
で
は
︑
組
織
�
の
對
象
と
な
っ
た
敎
員
が
汪
政
權
の
實
際
の
政
治
_
動
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
た
の
か
を
︑
淸
º
工
作

と
怨
國
民
_
動
雙
方
の
實
例
か
ら
分
析
す
る
︒

(一
)
淸
º
工
作
に
お
け
る
敎
員
層
の
働
き

淸
º
工
作
は
一
九
四
一
年
七
)
に
開
始
さ
れ
た
も
の
で
︑
軍
事
�
に
は
日
本
軍
を
賴
っ
て
︑
汪
政
權
の
農
村
瓜
治
を
强
�
し
︑
治
安
と
稅
收

の
向
上
を
目
指
し
た
も
の
だ
っ
た
︒
淸
º
工
作
は
蔣
介
石
の
勦
匪
作
戰
を
模
範
と
し
て
お
り
︑
汪
政
權
で
は
淸
º
工
作
に
お
い
て
政
治
工
作
を

特
に
重
視
し
て
い
た
︒
た
と
え
ば
︑
汪
政
權
の
円
て
た
﹁
淸
º
計
劃
﹂
で
は
︑﹁
軍
事
︑
政
治
︑
經
濟
︑
敎
育
は
一
齊
に
動
員
﹂
と
あ
る(88

)
︒
こ

の
た
め
江
蘇
省
敎
育
廳
の
制
定
し
た
﹁
江
蘇
省
敎
育
廳
淸
º
地
區
敎
育
實
施
計
劃
大
綱(89

)
﹂
を
見
て
み
る
と
︑﹁
民
衆
の
 
志
を
瓜
一
す
る
﹂︑

﹁
民
衆
の
思
想
を
¯
蒙
す
る
﹂︑﹁
民
衆
を
し
て
︑
大
東
亞
戰
爭
の
な
か
に
お
け
る
自
ら
の
位
置
を
園
底
�
に
理
解
さ
せ
る
﹂﹁
民
衆
の
生
活
知
能

を
育
成
す
る
﹂
と
い
う
四
點
が
敎
育
目
標
と
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
﹁
和
P
反
共
円
國
=
び
怨
國
民
_
動
東
亞
聯
�
_
動
の
中
心
敎
育
を
指
<
實

施
す
る
﹂︑﹁
淸
º
︹
工
作
︺
に
重
點
を
置
い
た
�
�
敎
育
︑
義
務
敎
育
︑
社
會
敎
育
各
事
業
を
設
計
・
推
�
す
る
﹂︑﹁
各
淸
º
の
縣
ご
と
の
敎
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育
行
政
を
設
計
・
實
施
す
る
﹂
こ
と
も
事
業
範
圍
と
さ
れ
た
︒
さ
ら
に
敎
育
事
業
の
重
點
と
し
て
以
下
の
四
點
が
擧
げ
ら
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑

﹁
淸
º
地
區
の
敎
育
は
︑
中
心
思
想
卽
ち
︑
一
つ
の
國
家
︑
一
つ
の
黨
︑
一
つ
の
領
袖
︑
一
つ
の
�
義
を
貫
園
さ
せ
る
﹂︑﹁
淸
º
地
區
の
敎
育

は
﹃
三
民
�
義
敎
育
﹄
を
核
心
と
す
る
﹂︑﹁
淸
º
地
區
の
敎
育
機
關
は
︑
人
力
と
財
力
に
應
じ
て
な
る
べ
く
︑
農
村
の
生
產
=
び
衞
生
︑
救
濟
︑

娛
樂
事
業
に
協
力
す
る
﹂︑﹁
淸
º
地
區
の
優
秀
な
靑
年
た
ち
を
︑
な
る
べ
く
︹
政
府
に
︺
登
錄
さ
せ
︑
そ
の
な
か
の
よ
り
優
れ
た
靑
年
を
^
び
︑

仕
事
を
與
え
る
﹂
で
あ
る
︒

こ
の
ほ
か
︑
各
﹁
淸
º
地
區
﹂
で
は
︑﹁
淸
º
地
區
敎
育
委
員
會
﹂
が
組
織
さ
れ
︑
こ
の
委
員
會
に
行
政
人
員
と
地
域
エ
リ
ー
ト
を
參
加
さ

せ
る
こ
と
で
︑
汪
政
權
は
地
方
行
政
の
組
織
再
-
を
狙
っ
て
い
た
と
い
え
る(90

)
︒
言
い
奄
え
れ
ば
︑
汪
政
權
の
淸
º
敎
育
は
︑
宣
傳
︑
組
織
と
動

員
が
�
で
あ
っ
た
︒
淸
º
委
員
會
は
敎
員
層
の
待
u
改
善
も
行
っ
た
た
め
︑
淸
º
工
作
開
始
以
影
︑
敎
員
層
は
積
極
�
に
參
加
し
た
と
さ
れ
る(91

)
︒

ま
た
小
林
英
夫
は
吉
林
省
檔
案
館
に
5
藏
さ
れ
て
い
た
﹃
關
東
憲
兵
�
�
信
檢
閱
)
報
﹄
に
據
っ
て
︑
多
く
の
民
衆
が
淸
º
工
作
に
對
す
る
不

滿
を
も
っ
て
い
た
も
の
の
︑
汪
政
權
の
瓜
治
强
�
と
い
う
成
果
を
�
價
す
る
聲
も
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る(92

)
︒
こ
の
よ
う
に
淸
º
工
作
は

一
定
の
成
果
を
擧
げ
︑
蘇
南
地
區
の
治
安
は
囘
復
し
︑
敎
育
事
業
の
擴
大
も
�
ん
だ
︒
江
蘇
省
の
中
等
學
校
の
多
く
が
︑
一
九
四
一
～
四
三
年

の
閒
に
再
開
し
て
い
る(93

)
︒
し
か
し
︑
實
際
に
淸
º
工
作
は
江
蘇
省
南
部
の
一
部
地
域
で
し
か
行
わ
れ
ず
︑
汪
政
權
の
瓜
治
地
域
�
體
か
ら
す
る

と
︑
效
果
が
あ
っ
た
の
は
限
ら
れ
た
一
部
の
地
域
だ
け
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

淸
º
地
區
に
お
け
る
敎
育
事
業
の
特
色
と
し
て
は
︑
特
に
學
校
を
�
し
た
宣
傳
と
訓
練
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
擧
げ
ら
れ
る
︒
そ
れ
は

當
時
﹁
特
種
敎
育
﹂
と
呼
ば
れ
︑
具
體
�
に
は
﹁
円
國
中
心
民
衆
學
校
﹂
を
各
縣
一
〇
～
二
〇
校
ほ
ど
円
設
し
︑
區
內
の
敎
育
行
政
︑
敎
員
の

組
織
�
を
行
う
こ
と
︑
ま
た
識
字
_
動
と
政
治
宣
傳
の
た
め
︑
學
校
の
な
い
地
域
に
は
液
動
敎
員
を
�
置
す
る
こ
と
な
ど
が
そ
の
內
容
で
あ
っ

た(94
)

︒
楊
彬
如
は
こ
の
特
種
敎
育
を
三
段
階
に
分
け
て
實
施
す
る
べ
き
こ
と
を
営
べ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
敎
(人
民
に
日
常
生
活
を
行
わ
せ
る
)
︑

養

(民
衆
生
活
を
閏
實
さ
せ
る
)
︑
衞

(民
衆
生
活
を
安
�
に
さ
せ
る
)
の
三
段
階
で
あ
る
︒
楊
は
さ
ら
に
﹁
敎
﹂
段
階
に
お
け
る
敎
育
活
動
と
は
す

な
わ
ち
︑
民
衆
學
校
の
円
設
と
公
民
訓
練
で
あ
る
と
し
て
い
る(95

)
︒
こ
の
よ
う
な
基
層
レ
ベ
ル
の
地
域
社
會
に
い
く
つ
か
の
モ
デ
ル
學
校

︱
︱
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中
心
學
校
︱
︱

を
円
設
し
︑
そ
れ
ら
を
中
心
に
し
て
政
治
宣
傳
を
行
い
︑
敎
育
を
�
=
さ
せ
︑
地
域
社
會
を
掌
握
す
る
瓜
治
手
法
は
︑
筆
者

が
別
稿
で
営
べ
た
よ
う
に
︑﹁
國
民
學
校
﹂
制
度
と
し
て
同
時
�
に
重
慶
國
民
政
府
も
行
っ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た(96

)
︒

(二
)
怨
國
民
_
動
と
學
校
敎
育

一
方
の
怨
國
民
_
動
は
一
九
四
一
年
一
一
)
の
國
民
黨
六
�
四
中
�
會
で
汪
兆
銘
自
身
よ
り
提
�
さ
れ
︑
Á
年
一
)
一
日
に
實
施
が
發
表
さ

れ
た(97

)
︒
宣
言
�
で
汪
兆
銘
自
身
は
︑
一
九
三
四
年
に
蔣
介
石
が
發
動
し
た
﹁
怨
生
活
_
動
﹂
と
﹁
國
民
經
濟
円
設
_
動
﹂
が
そ
れ
ぞ
れ
精
神
と

物
質
に
Â
り
︑
動
機
が
不
純
で
失
敗
し
た
と
し
︑
精
神
円
設
と
物
質
円
設
を
合
わ
せ
て
一
つ
に
す
る
こ
と
を
怨
國
民
_
動
の
目
�
と
規
定
し
た
︒

實
際
に
は
︑
Ã
上
海
日
本
大
�
館
が
﹁
本
_
動
實
施
の
目
�
は
南
京
政
府
下
純
正
國
民
黨
が
自
己
の
保
>
す
る
政
治
力
を
下
層
部
に
Ä
�
�
せ

し
め
ん
と
す
る
一
方
策
な
り
と
t
め
ら
る
る
が
現
在
實
施
�
閒
淺
き
を
以
て
一
種
の
精
神
總
動
員
_
動
�
觀
を
Å
し
を
れ
り
︒﹂
と
指
摘
し(98

)
︑

ま
た
先
行
硏
究
で
も
営
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
汪
政
權
の
基
盤
を
强
�
し
︑
荏
�
の
�
�
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た(99

)
︒

し
か
し
︑
汪
兆
銘
が
﹁
ま
ず
國
民
黨
の
同
志
一
般
に
廣
め
て
先
驅
け
と
し
︑
續
い
て
同
Æ
一
般
に
�
=
さ
せ
﹂
と
営
べ
て
い
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
︑
實
際
に
は
﹁
國
民
黨
員
自
體
に
於
て
も
之
が
實
行
に
對
す
る
熱
 
を
缺
き
た
る
が
如
く
見
8
け
ら
れ
た
り
﹂
と
い
っ
た
狀
況
に
あ
っ
た
︒

そ
の
た
め
實
施
段
階
に
入
る
と
︑
中
央
に
怨
國
民
_
動
促
�
委
員
會
を
設
置
し
︑
戴
英
夫
ら
敎
育
部
官
僚
を
�
職
に
就
け
た
ほ
か
︑
靑
年
學
生

を
對
象
と
し
て
各
地
の
小
學
校
・
中
等
學
校
・
大
學
に
中
國
靑
年
團
を
設
立
さ
せ
︑﹁
先
つ
靑
年
學
生
を
訓
練
の
對
象
﹂
と
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
︒
學
校
を
單
位
と
し
て
組
織
し
︑
靑
年
團
の
訓
練
を
學
校
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
含
め
た
た
め
︑
怨
國
民
_
動
の
基
層
幹
部
の
な
か
に
は
︑

靑
年
團
の
學
生
ば
か
り
で
な
く
︑
敎
職
員
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た(100

)
︒
浙
江
省
で
も
怨
國
民
_
動
が
發
動
さ
れ
た
が
︑
黨
部
が
f
金
や
熱
 

不
足
で
機
能
せ
ず
︑
日
本
側
特
務
機
關
の
指
<
の
も
と
︑
杭
州
市
政
府
・
省
黨
部
・
社
會
_
動
指
<
委
員
會
・
敎
育
界
・
�
�
界
な
ど
が
合
同

し
て
︑
怨
中
國
靑
年
會
を
結
成
し
︑
怨
國
民
_
動
を
�
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た(101

)
︒

﹁
怨
國
民
_
動
﹂
の
學
校
敎
育
に
對
す
る
影
�
は
︑
以
下
の
二
點
に
纏
め
ら
れ
る
︒
第
一
は
︑
怨
國
民
_
動
で
提
�
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
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が
︑
各
學
科
の
內
容
に
取
り
É
ま
れ
た
こ
と
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑﹃
初
中
公
民
﹄
の
敎
科
書
に
は
︑
一
卷
め
の
早
い
時
�
に
一
$
七
ペ
ー
ジ

を
割
い
て
﹁
怨
國
民
_
動
﹂
が
紹
介
さ
れ
︑
中
等
學
生
に
對
し
て
怨
國
民
_
動
の
內
容
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
い
る(102

)
︒
第
二
は
︑
學
生
の
組
織
�

で
あ
る
︒
軍
�
式
に
敎
<
�
任
を
�
長
︑
學
生
を
�
員
と
し
て
一
個
大
�
を
-
成
し
︑
學
生
を
社
會
奉
仕
と
勞
働
に
從
事
さ
せ
た(103

)
︒
こ
う
し
た

怨
國
民
_
動
に
よ
る
學
生
組
織
�
は
︑
一
九
四
三
年
の
中
國
靑
少
年
團
の
成
立
に
ま
で
�
展
す
る
︒
先
行
硏
究
に
よ
れ
ば
︑
中
國
靑
少
年
團
の

活
動
內
容
は
社
會
へ
の
政
治
宣
傳
ば
か
り
で
な
く
︑
戶
籍
:
査
︑
衞
生
事
業
︑
�
防
訓
練
︑
]
�
整
理
な
ど
ま
で
行
っ
た
と
あ
る(104

)
︒
さ
ら
に
一

九
四
四
年
に
な
る
と
︑
怨
國
民
_
動
促
�
委
員
會
は
︑
農
村
靑
年
幹
部
訓
練
5
を
つ
く
り
︑
二
箇
)
で
一
四
〇
〇
名
ほ
ど
の
幹
部
を
育
成
︑
農

村
瓜
治
に
當
た
ら
せ
た
と
い
う(105

)
︒

お
わ
り
に

汪
政
權
は
︑
敎
員
層
を
政
治
�
荏
持
基
盤
の
一
つ
と
し
︑
同
時
に
政
治
�
宣
傳
に
Â
重
し
た
政
治
敎
育

(た
だ
し
汪
政
權
下
に
お
い
て
は
︑
蔣

介
石
南
京
國
民
政
府
の
時
代
と
同
樣
︑
狹
義
の
政
治
敎
育
科
目
が
存
在
せ
ず
︑
政
治
敎
育
は
國
語
︑
公
民
︑
地
理
︑
歷
�
な
ど
の
諸
科
目
を
�
し
て
行
わ
れ
て

い
た
)
を
行
う
と
と
も
に
︑
民
衆
や
地
域
社
會
の
組
織
に
靑
年
・
敎
員
層
を
動
員
し
た
︒
こ
れ
は
敎
員
層
に
お
い
て
︑
一
違
三
$
で
営
べ
た
よ

う
な
︑
舊
來
の
﹁
幫
﹂
關
係
︑
非
公
式
の
人
�
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
存
在
し
た
こ
と
︑
少
な
い
な
が
ら
も
給
與
と
い
う
經
濟
�
制
n
︑
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
操
作
に
よ
っ
て
對
日
協
力
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
兩
立
す
る
理
論
を
形
成
し
得
た
な
ど
の
�
因
に
よ
り
動
員
が
容
易
だ
っ
た
た
め
と
考
え

ら
れ
る
︒

汪
政
權
下
に
お
け
る
政
治
敎
育
の
中
核
は
︑
こ
れ
ま
で
多
く
の
硏
究
者
︑
特
に
中
國
側
の
硏
究
者
は
︑
そ
の
敎
育
事
業
の
內
容
を
﹁
奴
隸
�

敎
育
﹂
す
な
わ
ち
日
本
へ
の
協
力
と
奉
仕
で
あ
っ
た
と
営
べ
て
い
る
︒
し
か
し
本
違
で
�
ら
か
に
し
た
よ
う
に
︑
汪
政
權
下
の
政
治
家
・
敎
育

者
の
 
識
や
政
治
敎
育
の
內
容

(敎
科
書
や
宣
傳
)
か
ら
は
︑
蔣
介
石
南
京
國
民
政
府
同
樣
の
强
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
含
ま
れ
︑
そ
の
一
部

を
繼
承
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
と
は
い
え
︑
汪
政
權
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
︑
當
時
の
日
中
關
係
を
反
映
し
︑
一
種
の
�
�
�
な
方
向
に
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Â
し
た
中
國
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
中
國
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
"
築
は
︑
政
權
の
正
瓜
性
を
確
保
す
る
た
め
に
︑
あ
る
い

は
上
営
し
た
よ
う
な
敎
員
層
や
學
生
︑
民
衆
の
動
員
の
た
め
に
必
�
だ
っ
た
の
で
あ
り
︑
ま
た
同
時
に
﹁
對
日
協
力
者
﹂
と
さ
れ
た
汪
政
權
の
︑

特
に
敎
育
關
係
者
や
政
治
家
た
ち
の
︑
對
日
對
抗
・
抵
抗
�
な
感
K
の
現
れ
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
︒

と
は
い
え
先
行
硏
究
で
は
︑
汪
政
權
側
の
政
治
敎
育
の
推
�
に
對
し
て
は
︑
そ
も
そ
も
大
�
が
計
劃
倒
れ
に
±
わ
っ
た
う
え
に
︑
實
際
の
學

生
や
民
衆
は
冷
淡
に
對
應
し
﹁
抗
日
や
和
P
と
い
っ
た
國
事
よ
り
も
︑
日
常
の
さ
さ
や
か
な
樂
し
み
や
勉
學
に
沒
頭
﹂
し
て
い
た
こ
と
を
�
ら

か
に
し
て
い
る(106

)
︒
も
っ
と
も
こ
れ
は
汪
政
權
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
︑
筆
者
が
別
稿
で
�
ら
か
に
し
た
よ
う
に
︑
蔣
介
石
南
京
國
民
政
府
時
�

に
も
見
ら
れ
た
現
象
で
あ
っ
た
が(107

)
︑
强
力
に
推
�
し
た
結
果
と
し
て
の
政
治
敎
育
の
效
果
に
つ
い
て
は
︑
特
に
汪
政
權
下
で
は
限
定
�
で
あ
っ

た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒

さ
ら
に
汪
政
權
の
學
校
敎
育
事
業
は
︑
一
九
三
〇
年
代
に
存
在
し
た
よ
う
な
﹁
卒
業
卽
失
業
﹂︑﹁
少
數
の
�
學
者
を
生
み
出
す
以
外
︑
生
活

の
知
識
技
能
に
乏
し
い
者
を
生
み
出
す
﹂
と
い
う
淸
末
民
初
以
來
の
中
國
に
お
け
る
學
校
敎
育
の
缺
點
も
繼
承
し
て
い
た(108

)
︒
そ
の
た
め
汪
政
權

が
い
く
ら
﹁
中
國
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
﹂
を
强
:
し
て
も
民
衆
の
荏
持
を
得
る
こ
と
は
で
き
ず
︑
學
生
數
の
增
加
も
多
く
は
な
か
っ
た
︒

ま
た
汪
政
權
は
そ
の
淸
º
工
作
や
怨
國
民
_
動
に
敎
員
や
學
生
を
多
數
動
員
し
た
︒
こ
れ
は
�
営
し
た
よ
う
な
動
員
の
容
易
さ
と
い
う
�
因

以
外
に
︑
汪
政
權
の
淸
º
工
作
や
怨
國
民
_
動
が
蔣
介
石
の
江
西
荏
�
や
怨
生
活
_
動
を
モ
デ
ル
に
し
て
行
わ
れ
た
た
め
で
あ
り
︑
敎
員
・
學

生
層
の
動
員
と
地
域
社
會
瓜
治
へ
の
活
用
と
い
う
方
法
に
つ
い
て
も
蔣
介
石
南
京
國
民
政
府
に
類
似
し
て
い
る
點
が
指
摘
で
き
よ
う
︒
し
か
し

日
中
戰
爭
時
�
に
お
い
て
︑
蔣
介
石
を
中
心
と
し
た
重
慶
國
民
政
府
は
︑
敎
育
を
行
政
と
結
び
つ
け
る
形
で
基
層
社
會
を
一
定
i
度
︑
把
握
・

再
-
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
が(109

)
︑
汪
政
權
は
結
局
そ
の
荏
�
を
地
域
社
會
に
�
�
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

v
記
：
本
稿
は
J
S
P
S
科
硏
費
18K
12530
に
よ
る
硏
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒
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�(1
)

代
表
�
な
硏
究
と
し
て
は
︑
單
行
本
に
限
っ
て
も
︑
小
林
英
夫
・

林
�
生
﹃
日
中
戰
爭
�
論
︱
︱
汪
精
衞
政
權
と
中
國
占
領
地
﹄
御

茶
の
水
書
Û
︑
二
〇
〇
五
年
︒
柴
田
哲
雄
﹃
協
力
・
抵
抗
・
沈
默

︱
︱
汪
精
衞
南
京
政
府
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
對
す
る
比
�
�
�
ア

プ
ロ
ー
チ
﹄
成
�
堂
︑
二
〇
〇
九
年
︒
堀
井
弘
一
郞
﹃
汪
兆
銘
政
權

と
怨
國
民
_
動
︱
︱
動
員
さ
れ
る
民
衆
﹄
創
土
社
︑
二
〇
一
一
年
︒

土
屋
光
芳
﹃﹁
汪
兆
銘
政
權
﹂
論
︱
︱
比
�
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に

よ
る
考
察
﹄
人
閒
の
科
學
怨
社
︑
二
〇
一
一
年
︒
廣
中
一
成
﹃
ニ
セ

チ
ャ
イ
ナ
︱
︱
滿
洲
・
蒙
疆
・
冀
東
・
臨
時
・
維
怨
・
南
京
﹄
社

會
�
論
社
︑
二
〇
一
三
年
︒
小
笠
原
强
﹃
日
中
戰
爭
�
に
お
け
る
汪

精
衞
政
權
の
政
策
展
開
と
實
態
︱
︱
水
利
政
策
の
展
開
を
中
心
に
﹄

專
修
大
學
出
版
局
︑
二
〇
一
四
年
︒
愛
知
大
學
國
際
問
題
硏
究
5
-

﹃
對
日
協
力
政
權
と
そ
の
周
邊
︱
︱
自
�
・
協
力
・
抵
抗
﹄
あ
る
む
︑

二
〇
一
七
年
な
ど
多
數
に
の
ぼ
る
︒

(2
)

た
と
え
ば
︑
復
旦
大
學
歷
�
系
中
國
現
代
�
硏
究
室
-
﹃
汪
精
衞

漢
奸
政
權
�
興
Ü
﹄
復
旦
大
學
出
版
社
︑
一
九
八
八
年
︒
武
强
﹁
%

華
�
に
お
け
る
¬
民
地
敎
育
政
策
﹂
王
智
怨
-
﹃
日
本
の
殖
民
地
敎

育
・
中
國
か
ら
の
視
點
﹄
社
會
�
論
社
︑
二
〇
〇
〇
年
︒
陳
科
美
・

金
林
祥
-
﹃
上
海
�
代
敎
育
�
﹄
上
海
敎
育
出
版
社
︑
二
〇
〇
三
年
︒

曹
必
宏
・
夏
軍
・
沈
嵐
-
﹃
日
本
%
華
敎
育
�
�
﹄
第
三
卷

(華

東
・
華
中
・
華
南
)︑
人
民
敎
育
出
版
社
︑
二
〇
〇
五
年
︒
一
方
で
︑

汪
兆
銘
政
權
が
︑
敎
育
・
�
�
面
に
お
け
る
獨
立
性
・
自
�
性
を
求

め
て
い
た
こ
と
を
�
張
す
る
硏
究
と
し
て
は
︑
�
揭
﹃
協
力
・
抵

抗
・
沈
默
﹄
の
ほ
か
︑
劉
Þ
﹁
汪
兆
銘
政
權
論
﹂
倉
澤
愛
子
ほ
か
-

﹃
岩
波
1
座
ア
ジ
ア
・
太
P
洋
戰
爭
第
七
卷

荏
�
と
暴
力
﹄
岩
波

書
店
︑
二
〇
〇
六
年
や
關
智
英
﹁
袁
殊
と
興
亞
円
國
_
動
—
汪
精
衞

政
權
成
立
�
後
の
對
日
和
P
陣
營
の
動
き
﹂﹃
東
洋
學
報
﹄
九
四
卷

一
號
︑
二
〇
一
二
年
な
ど
が
あ
る
︒
こ
の
ほ
か
︑
實
證
硏
究
と
し
て

は
︑
曾
荏
農
﹁
汪
政
權
に
お
け
る
敎
育
事
業
の
囘
復
整
頓
の
プ
ロ
セ

ス
に
關
す
る
考
察
﹂﹃
�
き
に
在
り
て
﹄
三
六
號
︑
一
九
九
九
年
や

張
生
﹃
日
僞
關
係
硏
究
﹄
南
京
出
版
社
︑
二
〇
〇
三
年
な
ど
が
あ
る
︒

(3
)

た
と
え
ば
︑
久
保
亨
-
﹃
一
九
四
九
年
�
後
の
中
國
﹄
à
古
書
院
︑

二
〇
〇
六
年
︒
久
保
亨
・
村
田
雄
二
郞
・
飯
島
涉
﹁
日
本
の
20
世
紀

中
國
�
硏
究
﹂
飯
島
涉
・
久
保
亨
・
村
田
雄
二
郞
-
﹃
現
代
中
國
と

歷
�
學
﹄
シ
リ
ー
ズ
20
世
紀
中
國
�
・
第
四
卷
︑
東
京
大
學
出
版
會
︑

二
〇
〇
九
年
︒
西
村
成
雄
﹃
中
國
の
�
現
代
�
を
ど
う
見
る
か
﹄
岩

波
書
店
︑
二
〇
一
七
年
な
ど
︒

(4
)

特
務
部
鎭
江
班
﹁
宣
撫
工
作
槪
況
﹂
井
上
久
士
-
﹃
華
中
宣
撫
工

作
f
料
﹄
不
二
出
版
︑
一
九
八
九
年
︑
二
〇
三
頁
︒

(5
)

特
務
部
太
倉
班
﹁
宣
撫
工
作
槪
況
﹂
�
揭
﹃
華
中
宣
撫
工
作
f

料
﹄
二
一
七
頁
︒

(6
)

特
務
部
揚
州
班
﹁
宣
撫
工
作
槪
況
﹂
�
揭
﹃
華
中
宣
撫
工
作
f

料
﹄
二
五
四
頁
︒

(7
)

三
好
違
﹁
維
怨
政
府
の
對
日
]
液
﹂
�
揭
﹃
對
日
協
力
政
權
と
そ

の
周
邊
﹄
二
一
三
頁
︒

(8
)

堀
井
弘
一
郞
﹁
日
本
軍
占
領
下
︑
中
華
民
國
維
怨
政
府
の
治
政
﹂
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﹃
中
國
硏
究
)
報
﹄
六
二
五
號
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
四
四
～
四
九
頁
な

ど
を
參
照
︒

(9
)

維
怨
政
府
敎
育
部
A
問
室
﹁
維
怨
敎
育
ノ
現
況
﹂
JA
C
A
R
(ア

ジ
ア
歷
�
f
料
セ
ン
タ
ー
)
R
ef.B
04011454600︑﹃
各
國
ニ
於
ケ

ル
敎
育
制
度
=
狀
況
關
係
雜
件
／
中
國
ノ
部

第
三
卷
﹄
分
割

9︑

I-1-4-0-2-2
(外
務
省
外
]
�
料
館
5
藏
)︒
な
お
原
�
は
漢
字
カ

タ
カ
ナ
]
じ
り
�
で
あ
る
が
讀
み
や
す
さ
を
優
先
し
て
本
稿
で
は
カ

タ
カ
ナ
を
ひ
ら
が
な
に
改
め
た
︒

(10
)

�
崎
淺
太
郞
﹃
第
三
:
査
報
吿
﹄
興
亞
院
�
�
部
︑
出
版
年
不
�
︑

一
頁
︒

(11
)

盧
紹
稷
﹃
一
個
中
學
敎
員
�
自
営
﹄
淡
江
書
局
︑
一
九
六
五
年
︑

二
〇
二
頁
︒

(12
)

趙
憲
初
﹁
我
5
知
�
�
南
洋
模
範
中
學
﹂
中
國
人
民
政
治
協
商
會

議
上
海
市
委
員
會
�
�
f
料
工
作
委
員
會
-
﹃
�
�
f
料
^
輯
﹄
總

二
八
輯
︑
上
海
人
民
出
版
社
︑
一
九
七
九
年
︑
八
八
頁
︒

(13
)

泰
廳
長
﹁
省
敎
育
行
政
會
議

開
會
詞
﹂﹃
怨
江
蘇
敎
育
﹄
第
二

�
︑
一
九
三
九
年
︒
引
用
中
の
½
甲
括
弧
は
︑
筆
者
に
よ
る
補
足
︒

(14
)

｢事
變
�
後
に
於
け
る
上
海
中
國
人
中
︑
小
學
校
の
學
校
數
竝
に

學
生
數
の
增
減
に
關
す
る
:
査
﹂﹃
中
國
�
�
K
報
﹄
九
號
︑
上
海

自
然
科
學
硏
究
5
︑
一
九
三
八
年
︑
一
～
二
頁
︒

(15
)

�
揭
﹃
協
力
・
抵
抗
・
沈
默
﹄
一
三
二
頁
︒

(16
)

柴
田
哲
雄
も
﹁
戴
英
夫
の
實
際
の
勢
力
は

(敎
育
)
部
長
の
趙
正

P
等
の
そ
れ
を
上
囘
っ
て
い
た
﹂
と
す
る
︒
�
揭
﹃
協
力
・
抵
抗
・

沈
默
﹄
一
三
四
頁
︒
ま
た
戴
の
權
力
が
强
か
っ
た
の
は
︑
敎
育
部
長

が
短
�
閒
で
趙
正
P
か
ら
李
 
五
に
代
わ
っ
た
な
ど
の
�
因
も
あ
っ

た
︒

(17
)

�
揭
﹁
國
民
政
府
敎
育
部
ノ
現
狀
ニ
關
ス
ル
件
﹂
JA
C
A
R
R
ef.

B
05016161000︒

(18
)

｢
�
部
省
圖
書
局
�
催
第
二
囘
國
語
對
策
協
議
會

昭
和
十
六
年
﹂

JA
C
A
R
R
ef.B
05016093800︑﹃
參
考
f
料
關
係
雜
件

第
九
卷
﹄

H
-7-2-0-4
(外
務
省
外
]
�
料
館
)︒﹁
�
部
事
務
官
�
�
部
省
敎

學
官
加
B
恂
二
郞
外
一
名
華
北
政
務
委
員
會
敎
育
總
署
直
ó
-
審
會

ノ
職
員
ト
シ
テ
應
聘
中
中
華
民
國
國
民
政
府
ヨ
リ
俸
給
=
其
ノ
他
給

與
ヲ
8
ク
ル
ノ
件
﹂
JA
C
A
R
R
ef.A
04018731000﹃
公
�
雜
纂
・

昭
和
十
八
年
・
第
八
十
九
卷
・
�
部
省
﹄
(國
立
公
�
書
館
)︒﹁
大

�
館
:
査
官
大
志
萬
準
治
大
正
九
年
敕
令
第
三
百
六
十
七
號
第
一
條

ニ
依
リ
中
華
民
國
國
民
政
府
華
北
政
務
委
員
會
敎
育
總
署
直
ó
-
審

會
副
-
纂
ト
シ
テ
中
華
民
國
國
民
政
府
ノ
聘
用
ニ
應
ス
ル
ノ
許
可
ヲ

與
ヘ
竝
在
職
者
ニ
關
ス
ル
規
定
4
用
ノ
件
﹂
JA
C
A
R
R
ef.

A
04018757700﹃
公
�
雜
纂
・
昭
和
十
九
年
・
第
六
十
六
卷
・
大

東
亞
省
﹄

(國
立
公
�
書
館
)︒

(19
)

興
亞
院
華
北
連
絡
部
﹃
北
荏
に
於
け
る
�
敎
の
現
狀
﹄
興
亞
院
︑

一
九
四
一
年
︑
三
七
頁
︒
華
北
に
お
け
る
敎
育
政
策
に
は
︑
そ
の
他

怨
民
會
な
ど
も
介
入
し
て
い
た
︒
詳
細
は
︑
駒
É
武
﹃
¬
民
地
£
國

日
本
の
�
�
瓜
合
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
九
六
年
や
川
島
眞
﹁
日
本
占

領
�
華
北
に
お
け
る
留
日
學
生
を
め
ぐ
る
動
向
﹂
大
里
浩
秋
・
孫
安

石
-
﹃
留
學
生
*
+
か
ら
見
た
�
代
日
中
關
係
�
﹄
御
茶
の
水
書
Û
︑

二
〇
〇
九
年
お
よ
び
小
野
美
里
﹁﹁
事
變
﹂
下
の
華
北
占
領
地
荏

�
：
敎
育
行
政
=
び
第
三
國
系
敎
育
機
關
と
の
相
克
を
て
が
か
り

に
﹂﹃
�
學
雜
誌
﹄
一
二
四
卷
三
號
︑
二
〇
一
五
年
な
ど
を
參
照
︒
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(20
)

興
亞
院
華
中
連
絡
部
﹃
中
荏
ニ
於
ケ
ル
日
本
語
敎
育
ニ
關
ス
ル
:

査
報
吿
書
﹄
興
亞
院
︑
一
九
四
〇
年
︑
二
頁
︒

(21
)

東
亞
硏
究
5
﹃
怨
國
民
政
府
の
政
治
�
地
位
﹄
東
亞
硏
究
5
︑
一

九
四
〇
年
︑
四
一
～
四
五
頁
︒

(22
)

大
東
亞
省
﹃
蘇
北
地
區
總
合
:
查
﹄
大
東
亞
省
上
海
大
�
館
︑
一

九
四
三
年
︑
一
一
九
頁
︒

(23
)

陳
果
夫
-
﹃
江
蘇
省
政
営
�
﹄
(�
代
中
國
f
料
叢
刊
續
-
第
九

七
輯
︑
�
海
出
版
社
復
刻
版
︑
一
九
八
三
年
)︑
財
政
三
～
四
頁
︒

た
だ
し
︑
汪
政
權
下
の
﹁
江
蘇
省
﹂
に
は
︑
現
在
の
蘇
北
地
區
と
上

海
�
郊
は
含
ま
れ
て
い
な
い
︒

(24
)

｢令
飭
各
縣
�
õ
推
行
義
敎
﹂﹃
江
蘇
敎
育
﹄
六
卷
四
號
︑
江
蘇
省

敎
育
廳
︑
一
九
四
三
年
︑
一
〇
～
一
一
頁
︒

(25
)

大
陸
怨
報
社
年
鑑
-
纂
室
-
﹃
昭
和
十
九
年
版

大
陸
年
鑑
﹄
大

陸
怨
報
社
︑
一
九
四
四
年
︑
三
七
七
～
三
七
八
頁
に
據
る
︒
な
お
一

九
四
〇
年
の
數
値
は
︑
江
蘇
省
政
府
祕
書
處
﹃
中
華
民
國
二
九
年
度

江
蘇
省
政
年
刊
﹄
蘇
州
印
刷
局
︑
一
九
四
一
年
︑
一
四
九
頁
に
よ
る

と
︑
一
九
四
〇
年
六
)
の
段
階
で
中
等
學
校
が
二
九
校
・
學
生
數
五

七
四
二
名
︑
小
學
校
は
九
五
三
校
・
學
生
數
は
一
六
萬
四
三
六
一
名

と
相
ö
が
あ
る
︒

(26
)

江
蘇
省
敎
育
廳
-
審
室
-
﹃
江
蘇
敎
育
槪
覽
﹄
(民
國
f
料
叢
刊

第
七
-
︑
傳
記
�
學
出
版
社
復
刻
版
︑
一
九
七
一
年
)︑
第
二
部
二

～
四
頁
︒

(27
)

�
揭
﹃
日
本
%
華
敎
育
�
�
﹄
三
卷

(華
東
・
華
中
・
華
南
)︑

一
四
三
頁
︒
な
お
︑
譯
�
は
同
書
の
日
本
語
÷
譯
版
で
あ
る
宋
恩
榮

�
-
﹃
日
本
の
中
國
%
略
¬
民
地
敎
育
�
﹄
第
三
卷
華
東
・
華
中
・

華
南
-
︑
�
石
書
店
︑
二
〇
一
六
年
︑
一
七
七
頁
を
參
照
︒
ま
た
潘

敏
も
同
樣
の
指
摘
を
し
て
い
る
︒
�
揭
﹃
江
蘇
日
僞
政
權
硏
究
﹄
八

三
頁
︒

(28
)

�
揭
﹃
日
本
%
華
敎
育
�
�
﹄
三
卷

(華
東
・
華
中
・
華
南
)︑

二
二
五
頁
︒
譯
�
は
�
揭
﹃
日
本
の
中
國
%
略
¬
民
地
敎
育
�
﹄
二

六
八
頁
を
參
照
︒
な
お
︑
�
中
に
あ
る
﹁
初
q
中
學
﹂
と
は
︑
�
�

中
等
敎
育
を
行
う
學
校
の
こ
と
で
︑
現
在
の
日
本
で
い
え
ば
中
學
校

に
相
當
す
る
︒
こ
れ
に
對
し
て
﹁
高
q
中
學
﹂
は
︑
後
�
中
等
敎
育

を
行
う
學
校
の
こ
と
で
︑
現
在
の
日
本
で
い
え
ば
高
等
學
校
に
相
當

す
る
︒

(29
)

｢小
敎
無
試
驗
檢
定
審
査
完
竣
發
給
證
書
﹂﹃
江
蘇
敎
育
﹄
六
卷
三

號
︑
江
蘇
省
敎
育
廳
︑
一
九
四
三
年
︑
四
三
頁
︒

(30
)

朱
懋
功
﹁
地
方
敎
育
經
費
問
題
﹂﹃
江
蘇
敎
育
﹄
三
卷
六
號
︑
江

蘇
省
敎
育
廳
︑
一
九
四
一
年
︑
二
頁
︒

(31
)

金
立
人
﹁
現
行
敎
育
問
題
上
�
才
・
材
・
財
﹂﹃
江
蘇
敎
育
﹄
四

卷
一
號
︑
江
蘇
省
敎
育
廳
︑
一
九
四
二
年
︑
一
四
頁
︒

(32
)

同
上
︑
一
六
頁
︒

(33
)

舒
怨
城
﹁
創
#
中
國
怨
敎
育
方
法
之
�
經
﹂﹃
中
國
敎
育
円
設
方

針
﹄
中
華
書
局
︑
一
九
三
一
年
︑
一
〇
八
頁
︒

(34
)

大
澤
�
﹁
�
現
代
上
海
・
江
南
の
小
學
敎
員
層

︱
︱
一
九
二
七

～
一
九
四
九
年
︱
︱
﹂﹃
中
國
︱
︱
社
會
と
�
�
﹄
二
二
號
︑
二

〇
〇
六
年
︑
二
四
七
頁
︒

(35
)

齋
伯
守
﹁
南
京
=
蘇
州
に
於
け
る
小
中
學
校
敎
育
の
實
K
﹂﹃
荏

�
硏
究

硏
究
旅
行
硏
究
報
吿
集
﹄
二
卷
︑
東
亞
同
�
書
院
大
學
︑

一
九
四
一
年
︑
五
七
頁
︒
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(36
)

﹃
吳
縣
縣
立
中
學
校
暫
行
鯵
違
暨
組
織
大
綱
﹄
出
版
者
不
�
︑
一

九
三
八
年
︒

(37
)

�
揭
﹁
南
京
=
蘇
州
に
於
け
る
小
中
學
校
敎
育
の
實
K
﹂
五
七
頁
︒

(38
)

興
亞
院
華
中
連
絡
部
﹃
上
海
ニ
於
ケ
ル
敎
育
狀
況
﹄
興
亞
院
華
中

連
絡
部
︑
一
九
四
一
年
︑
二
頁
︒

(39
)

｢上
海
敎
育
界
の
動
向
と
﹁
學
潮
﹂
問
題
﹂﹃
中
國
�
�
K
報
﹄
二

四
號
︑
上
海
自
然
科
學
硏
究
5
︑
一
九
四
〇
年
︑
五
～
一
一
頁
お
よ

び
�
揭
﹃
上
海
ニ
於
ケ
ル
敎
育
狀
況
﹄
一
頁
︒

(40
)

陳
木
杉
﹃
從
函
電
�
料
觀
汪
精
衞
檔
案
中
�
�
實
與
人
物
怨
探
﹄

學
生
書
局
︑
一
九
九
七
年
︑
八
二
頁
︒

(41
)

荏
�
*
+
軍
梅
機
關
長
影
佐
禎
昭
致
陸
軍
\
官
阿
南
惟
ú
函
電

(梅
機
庶
密
三
八
號
)
昭
和
十
五
年
一
)
一
二
日
﹁
特
務
工
作
關
係

書
類
提
出

(c
付
)
ノ
件
﹂
JA
C
A
R
R
ef.C
04121843800︑
陸
軍

省
﹃
昭
和
十
五
年
陸
荏
密
大
日
記
﹄
第
四
號
2
／
2

(防
衞
省
防
衞

硏
究
5
)︒

(42
)

汪
政
權
の
軍
事
に
つ
い
て
は
︑
劉
熙
�
﹃
僞
軍
︱
︱
强
權
競
�

下
�
卒
子

(一
九
三
七

−

一
九
四
九
)﹄
稻
º
出
版
社
︑
二
〇
〇
二

年
お
よ
び
岡
田
酉
\
﹃
日
中
戰
爭
裏
方
記
﹄
東
洋
經
濟
怨
報
社
︑
一

九
七
四
年
︑
二
八
六
～
二
九
〇
頁
を
參
照
︒

(43
)

王
克
�
﹃
汪
精
衞
・
國
民
黨
・
南
京
政
權
﹄
國
�
館
︑
二
〇
〇
一

年
︑
三
三
五
頁
︒

(44
)

古
	
忠
夫
﹁﹁
漢
奸
﹂
の
諸
相
﹂﹃
日
中
戰
爭
と
上
海
︑
そ
し
て

私
﹄
硏
�
出
版
︑
二
〇
〇
四
年
︑
二
四
七
頁
︒

(45
)

｢大
民
會
︑
興
円
_
動
︑
共
和
黨
解
散
宣
言

一
九
四
〇
年
一
二

)
一
七
日
﹂
荏
�
*
+
軍
總
司
令
部
報
�
部
-
﹃
同
生
共
死
﹄
荏
�

*
+
軍
總
司
令
部
報
�
部
︑
一
九
四
三
年
︑
二
八
五
頁
︒

(46
)

許
庭
孫
﹁
僞
軍
事
委
員
會
委
員
長
蘇
北
行
營
﹂
中
國
人
民
政
治
協

商
會
議
江
蘇
省
委
員
會
�
�
f
料
硏
究
委
員
會
-
﹃
江
蘇
�
�
f
料

^
輯
﹄
二
九
輯

(汪
僞
政
權
內
幕
)︑
江
蘇
�
�
f
料
-
輯
部
︑
一

九
八
九
年
︑
九
一
頁
︒

(47
)

戴
英
夫
﹁
汪
精
衞
怨
國
民
_
動
內
幕
﹂
�
揭
﹃
江
蘇
�
�
f
料
^

輯
﹄
二
九
輯
︑
二
六
六
頁
︒

(48
)

�
揭
﹃
汪
精
衞
・
國
民
黨
・
南
京
政
權
﹄︑
三
二
〇
～
三
二
三
頁
︒

(49
)

陸
軍
省
\
官
致
荏
�
*
+
軍
參
謀
長
函
電

(陸
荏
密
二
六
六
六

號
)
昭
和
十
五
年
三
)
一
三
日
﹁
怪
�
書
ニ
關
ス
ル
件
﹂
JA
C
A
R

R
ef.
C
04122519800︐
陸
軍
省
﹃
昭
和
十
五
年
陸
荏
密
大
日
記
﹄

第
四
六
號
4
／
4

(防
衞
省
防
衞
硏
究
5
)

(50
)

�
揭
﹃
怨
國
民
政
府
の
政
治
�
地
位
﹄
三
四
頁
︒

(51
)

政
務
局
:
査
5
﹃
華
北
=
南
京
上
海
ニ
於
ケ
ル
敎
育
施
設
槪
況
﹄

興
亞
院
華
北
連
絡
部
︑
一
九
四
〇
年
︑
JA
C
A
R
R
ef.C
010024944

00︐
陸
軍
省
﹃
陸
軍
大
日
記
﹄
乙
二
類
第
一
〇
册

(防
衞
省
防
衞
硏

究
5
)︒

(52
)

詳
細
は
︑
上
海
歷
�
硏
究
5
敎
師
_
動
�
組
-
﹃
上
海
敎
師
_
動

囘
憶
錄
﹄
上
海
人
民
出
版
社
︑
一
九
八
四
年
お
よ
び
中
共
上
海
市
委

黨
�
f
料
征
集
委
員
會
-
﹃
抗
日
戰
爭
時
�
上
海
學
生
_
動
�
﹄
上

海
÷
譯
出
版
公
司
︑
一
九
九
一
年
な
ど
を
參
照
︒

(53
)

山
田
厚
﹁
怨
國
民
政
府
治
下
に
於
け
る
高
等
敎
育
竝
に
學
ª
機
關

の
現
狀
に
關
す
る
:
査
硏
究
﹂﹃
荏
�
硏
究

硏
究
旅
行

硏
究
報

吿
輯
﹄
第
三
卷
︑
東
亞
同
�
書
院
大
學
︑
一
九
四
二
年
︑
五
七
頁
︒

(54
)

｢中
國
敎
育
円
設
協
會
大
事
記
﹂﹃
敎
育
円
設
﹄
一
卷
一
號
︑
中
國
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敎
育
円
設
協
會
︑
一
九
四
〇
年
︑
一
八
八
頁
︒

(55
)

｢工
作
報
吿
﹂﹃
敎
育
円
設
﹄
二
卷
四
號
︑
中
國
敎
育
円
設
協
會
︑

一
九
四
一
年
︑
二
八
～
二
九
頁
︒

(56
)

柴
田
哲
雄
は
︑﹁
中
國
敎
育
円
設
協
會
が
發
行
し
て
い
た
)
刊
誌

﹃
敎
育
円
設
﹄
は
華
北
を
含
む
日
本
軍
の
中
國
占
領
地
域
に
お
い
て
︑

�
も
影
�
力
を
=
ぼ
し
た
雜
誌
の
一
つ
で
あ
っ
た
︒﹂
と
指
摘
し
て

い
る
︒
�
揭
﹃
協
力
・
抵
抗
・
沈
默
﹄
一
三
四
頁
︒

(57
)

�
揭
﹃
日
本
%
華
敎
育
�
�
﹄
三
卷

(華
東
・
華
中
・
華
南
)︑

一
三
六
～
一
三
九
頁
︒

(58
)

吳
紹
樹
↓
朱
家
驊
電

(一
九
四
一
年
二
)
一
一
日
)
お
よ
び
高
譽

↓
朱
家
驊
電
﹁
上
海
黨
務

(旅
滬
同
學
會
)﹂
中
央
硏
究
院
�
代
�

硏
究
5
檔
案
館
5
藏
朱
家
驊
檔
案
301-01-06-169︒

(59
)

�
揭
﹃
協
力
・
抵
抗
・
沈
默
﹄
一
四
五
頁
︒

(60
)

JA
C
A
R
R
ef.B
02030605900︑﹁
九
)
中
管
內
治
安
)
報
﹂
四

二
頁
︑
外
務
省
記
錄
﹃
荏
�
事
變
關
係
一
件
・
荏
�
事
變
ニ
�
フ
狀

況
報
吿
・
荏
�
各
地
報
吿
・
上
海
K
報
﹄
三
卷
︑
A
-1-1
(外
務
省

外
]
�
料
館
)︒

(61
)

同
上
お
よ
び
蔣
伯
�
・
吳
開
先
↓
朱
家
驊
電

(一
九
四
一
年
一
)

六
日
)﹁
上
海
申
報
工
人
發
動
工
潮
�
求
增
薪
﹂
中
央
硏
究
院
�
代

�
硏
究
5
檔
案
館
5
藏
朱
家
驊
檔
案
301-01-06-607︒
お
よ
び
陳

恭
樹
﹃
上
海
抗
日
敵
後
行
動
﹄
傳
記
�
學
出
版
社
︑
一
九
八
四
年
︑

二
三
二
～
二
三
三
頁
︒

(62
)

中
國
共
產
黨
は
上
海
に
お
い
て
學
生
や
敎
員
な
ど
を
組
織
し
︑
地

下
黨
組
織
を
形
成
し
た
と
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
南
京
に
お
い
て
も
學

生
の
組
織
�
に
成
功
し
た
と
さ
れ
る
︒
馬
飛
梅
等
﹁
上
海
敎
育
工
作

者
地
下
闘
爭
大
事
記
﹂
中
國
人
民
政
治
協
商
會
議
上
海
市
委
員
會
�

�
f
料
工
作
委
員
會
-
﹃
�
�
f
料
^
輯
﹄
總
二
七
輯
︑
上
海
人
民

出
版
社
︑
一
九
七
九
年
︑
七
〇
～
七
三
頁
︒
お
よ
び
華
彬
淸
な
ど
-

﹃
南
京
大
學
共
產
黨
人
﹄
南
京
大
學
出
版
社
︑
二
〇
〇
二
年
︒

(63
)

�
揭
﹁﹁
漢
奸
﹂
の
諸
相
﹂
二
五
〇
頁
︒

(64
)

楊
鴻
烈
﹁
不
可
思
議
�
力
量
﹂﹃
敎
育
円
設
﹄
三
卷
六
號
︑
一
九

四
二
年
︑
一
六
頁
︒

(65
)

｢大
東
亞
敎
育
座
談
會
﹂﹃
敎
育
円
設
﹄
三
卷
六
號
︑
一
九
四
二
年
︑

一
三
頁
︒

(66
)

｢東
亞
敎
育
大
會
f
料
彙
輯
﹂﹃
敎
育
円
設
﹄
四
卷
五
號
︑
一
九
四

二
年
︑
三
二
頁
︒

(67
)

張
仲
寰
﹁
今
後
敎
育
円
設
�
方
針
﹂﹃
敎
育
円
設
﹄
一
卷
二
號
︑

一
九
四
〇
年
︑
一
〇
～
一
一
頁
︒

(68
)

時
綉
¢
﹁
東
亞
敎
育
之
再
円
﹂﹃
敎
育
円
設
﹄
一
卷
六
號
︑
一
九

四
一
年
︑
二
七
頁
︒

(69
)

大
澤
�
﹁
南
京
國
民
政
府
の
政
治
敎
育
：
一
九
二
七
～
一
九
三

四
﹂﹃
ア
ジ
ア
敎
育
�
硏
究
﹄
一
八
號
︑
二
〇
〇
九
年
︒

(70
)

趙
如
珩
﹃
中
國
敎
育
十
年
﹄
大
紘
書
院
︑
一
九
四
三
年
︒
な
お
︑

趙
は
こ
の
本
の
一
三
〇
頁
に
お
い
て
︑
蔣
介
石
た
ち
は
﹁
三
民
�
義

を
曲
解
し
︑
抗
日
敎
育
を
以
つ
て
政
治
の
た
め
の
手
段
と
し
た
﹂
と

営
べ
て
い
る
︒

(71
)

徐
公
美
﹁
和
P
_
動
與
敎
育
円
設
﹂﹃
敎
育
円
設
﹄
一
卷
一
號
︑

一
九
四
〇
年
︑
一
八
頁
︒

(72
)

敬
¥
﹁
敎
育
円
設
與
円
設
敎
育
﹂﹃
敎
育
円
設
﹄
一
卷
一
號
︑
一

九
四
〇
年
︑
二
一
頁
︒
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(73
)

高
q
小
學
校
と
は
︑
初
等
敎
育
の
後
�
二
年
︑
現
在
の
日
本
で
い

え
ば
︑
小
學
校
五
年
・
六
年
生
の
敎
育
を
行
う
學
校
の
こ
と
︒

(74
)

�
揭
﹁
南
京
=
蘇
州
に
於
け
る
小
中
學
校
敎
育
の
實
K
﹂
五
～
一

一
頁
︒
著
者
の
齋
伯
守
は
﹁
以
上
は
民
國
二
九
年
九
)
一
日
第
九
�

公
報
5
載
附
表
十
一
に
よ
り
て
作
製
す
﹂
と
し
て
い
る
︒

(75
)

敎
育
部
-
審
委
員
會
-
﹃
國
定
敎
科
書

初
小
常
識
﹄
第
八
册
︑

中
國
聯
合
出
版
公
司
︑
出
版
年
不
�
︒

(76
)

敎
育
部
-
審
委
員
會
-
﹃
國
定
敎
科
書

初
中
國
�
﹄
第
一
～
三

お
よ
び
五
册
︑
中
國
聯
合
出
版
公
司
︑
一
九
四
四
年
︒

(77
)

�
揭
﹃
國
定
敎
科
書

初
小
常
識
﹄
第
八
册
︑
三
～
四
頁
︒

(78
)

敎
育
部
-
審
委
員
會
-
﹃
國
定
敎
科
書

高
小
地
理
敎
學
法
﹄
第

一
册
︑
中
國
聯
合
出
版
公
司
︑
一
九
四
四
年
︑
五
〇
頁
︒
な
お
︑
日

本
は
一
九
三
九
年
に
西
沙
諸
島
と
南
沙
諸
島
を
臺
灣
高
雄
市
に
-
入

し
て
い
る
︒

(79
)

�
揭
﹃
國
定
敎
科
書

高
小
地
理
敎
學
法
﹄
第
一
册
︑
四
五
～
四

八
頁
︒

(80
)

�
揭
﹃
國
定
敎
科
書

初
小
常
識
﹄
第
八
册
︑
三
八
～
四
〇
頁
︒

(81
)

敎
育
部
-
審
委
員
會
-
﹃
國
定
敎
科
書

高
小
歷
�
﹄
第
三
册
︑

中
國
聯
合
出
版
公
司
︑
出
版
年
不
�
︑
三
一
～
四
四
頁
︒

(82
)

�
揭
﹃
國
定
敎
科
書

高
小
歷
�
﹄
第
四
册
︑
四
〇
頁
︒
な
お
瀋

陽
は
︑
一
九
二
九
年
に
張
學
良
に
よ
っ
て
奉
天
か
ら
改
稱
さ
れ
た
が
︑

滿
洲
國
荏
�
下
で
再
び
奉
天
に
改
稱
さ
れ
た
と
い
う
歷
�
を
持
つ
︒
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a large influence on the result of the CCP and KMTʼs mobilization. As the official

history of CCP puts it, the military oppression of Li Jinglin, one of the generals of the

Fengtitan clique, who took control over Tianjin in 1925, undoubtedly was the most

direct cause that led to the failure of the May Thirty Movement in Tianjin.

However, we should also focus on the fact that “labor movements” with which the

USSR was involved were considered by Fengtain generals as a part of the invisible

war for the Zhongdong Railway.

Secondly, I show that the attitude of Tianjin merchants reflected economic

factors. The Tianjin Chamber of Commerce (Tianjin Zongshanghui) and the Tianjin

Merchants Representatives (Tianjin Tuanti Daibiaohui) would not give support to

the strike and boycott planned by the CCP and students. It is interesting, however,

that the Tianjin Merchants Representatives was regarded as an “anti-Japan” group

by the Japanese until that time. I found that the serious economic damage in 1924

caused by heavy rains and floods from July onward, as well as the ravages of the

Second Zhili-Fengtian War after September of the same year, made them

indifferent to the movement. Additionally, the Tianjin Merchants Representatives

had become inclined to cooperate economically with Japan after their visit to Japan

in early 1924, which seems to have been prepared by the Ministry of Foreign

Affairs of Japan.

In conclusion, I suggest that the historical meaning of the stagnation of the May

Thirty Movement in Tianjin is a contradiction between two dynamisms in modern

China : one is the dynamism of “revolution,” based on a network of secret societies

in South China, and the other of “modernization,” based on police system in North

China. Given facts presented in this paper, it seems that in 1925 the former

predominated over the latter.

EDUCATIONAL DEVELOPMENT UNDER

THE WANG JINGWEI REGIME

OSAWA Hajime

This paper clarifies the education policies and conditions of the Wang Jingwei

regime through an examination of historical materials and compares it with other

regimes that ruled in modern China at various times and places.

The Wang Jingwei regime had no influence on its troops, the business sector

took a neutral stand, and the rural administration tended to operate autonomously.
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Furthermore, the Wang Jingwei regime failed to develop party organizations due to

Japanese interference and lack of funding. In contrast, teachers were an important

faction supporting the Wang Jingwei regime, and the regime therefore valued the

teachers and gave impetus to the educational development.

Today, many researchers (especially Chinese researchers) believe that

education under the Wang Jingwei regime was “education for enslavement” that

served the Japanese empire. However, this paper reveals that the content of the

education and the ideology promoted by the Wang Jingwei regime was a Chinese

nationalism that might even be termed cultural nationalism. The Wang Jingwei

regime emphasized such Chinese nationalism in promoting its ideology and

legitimacy. This was on the one hand, due to the fact that the Wang Jingwei regime

aimed to gain the support of the general public, teachers and students, while on the

other hand it was an expression of a spirit of resistance within its “collaboration”.

The promotion of educational development under the Wang Jingwei regime

tended towards publicity and mobilization, and the regime ultimately failed to solve

the shortcomings of school education in the 1930s summed up by the words

“graduation mean, unemployment,” which had existed since early Republican times.

Therefore, even though the Wang Jingwei regime emphasized “Chinese

nationalism,” it could not gain the support of the majority. Furthermore, the rule of

Wang Jingwei regime could not penetrate local society. In contrast, the

contemporary Chongqing Nationalist Government was able to successfully extend

its rule through local society by linking education with its administration.

THE TALES OF MAO ZEDONG : THEIR CREATION AND

DEVELOPMENT FROM THE SINO-JAPANESE WAR TO

THE EARLY PERIOD OF THE FOUNDATION OF THE PRC

MARUTA Takashi

The tales of Mao Zedong were gradually created after 1940 with the

establishment of Maoʼs authority. Tales highlighting his humanity were created on

the bases of testimony by a former Red Army officer. In concert with the creation

of his biography, those tales were further developed, representing him in terms of

the spirit of self-sacrifice and in the image of a benevolent leader of the people who

put into practice the spirit of “a student of the people” who “served the people.”

Especially after the Yanʼan Rectification Campaign, those in educational settings,
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